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午前10時00分 開議 

○議長（神谷里枝） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は、傍聴席へ報道機関が入っております。撮

影を許可した者には許可証を交付しておりますので、

御報告いたします。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日の質問順序は、１番 二橋益良議員、２番 

寺田 悟議員、３番 山本晃子議員、４番 相曽桃

子議員と決定いたします。 

 なお、山本晃子議員より参考資料の配付を求めら

れましたので、これを許可しております。資料はあ

らかじめ配付させていただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 では初めに、18番 二橋益良議員の発言を許しま

す。18番 二橋益良議員。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。私は、今回

１点に絞って、０円空き家バンク導入についての質

問をさせていただきたいと思います。 

 まず質問とする背景や経緯でございますけども、

湖西市は空き家バンクの利用を促進するため、昨年

10月から手続を簡素化いたしました。登録は１件に

とどまり効果が見えない中、２月５日に県司法書士

会と空き家の登録促進などに向けて、空き家対策に

関する協定を交わしました。 

 現在、空き家率15.22％と対策の問題もただただ

あるが、住居環境に大きな影響を及ぼし、人口減少

に拍車がかかりかねない状況が進んでいると想像い

たします。今後、相続や所有権を手放すにもリスク

を伴うケースがあり、諸問題を解決する方策として

０円空き家バンクを行政で推進することも施策の一

考と考えます。 

 実家の空き家に税金がかかるので手放したいと考

えている所有者も多いと思いますが、不動産仲介の

ルートには乗りにくい無料の物件を紹介する仕組み

を、市が建物や土地を調査して問題がなければ空き

家バンクに登録して、情報公開することが考えられ

ます。 

 全国的にも無料の物件をホームページで紹介する

サービス、みんなの０円物件は2019年７月のサービ

ス開始から登録物件が増え続け、2025年５月現在で

約1,450件記載されております。約1,100件が成約に

至っています。空き家対策を一元化に考えるのでは

なく、いろんな手法を模索するべきであると考えま

す。また、これをきっかけに、手法の手がかりを所

有者が模索するための施策を、市が提供することが

必要になってまいると思います。 

 質問の趣旨、空き家対策の一環として０円空き家

バンクの提案をさせていただきたいと思います。 

 それでは、質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） まず１番目として、県司法書

士会との空き家等対策に関する協定の内容と締結の

経緯をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部長。 

  〔都市整備部長 匂坂隆拡登壇〕 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 まず経緯でございますが、全国的に空き家問題の

主な原因の一つとして、相続や登記の問題が挙げら

れております。本市の空き家相談窓口においても相

続や登記がネックとなっており、司法書士の無料相

談を紹介するケースが多数あることから、静岡県司

法書士会と協定を締結することといたしました。 

 次に、協定の内容についてでございますが、司法

書士会に協力いただくものには大きく４項目がござ

います。まず１つ目として、市が相談を受けた場合

の対応の協力、２つ目として市が主催または共催す

る相談会などへの会員の派遣、３つ目として市が展

開するパンフレットなどの啓発の協力、４つ目とし

て本人の承諾を得た場合に限り、空き家など及び所

有者などに関する情報の市への提供となっておりま

す。 
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 司法書士会との協定を通して相互に協力して、市

内の空き家等が管理不全な状態とならないよう努め

てまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 協定の中に５項目ということ

でいろいろ今、いや４項目か、４項目ということで

提示がありましたけども、一般的には不動産仲介ル

ートっていうか、要するに公表された民間のそうし

た取引の中で一般的に行われるわけでございますけ

ども、中にはここに乗りにくい物件、例えばもう交

通の便が悪いとか、あるいは代々あったけれども絶

えててしまったとか、あるいは相続でもめて係争に

なっちゃうケースもありますし、まだいろいろ個々

には理由があると思うんですよ。 

 先ほど説明があったこの相談についてどこまで行

政が介入できるか、そこのところを少し説明があれ

ばなと思いますけど、どうですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 今、二橋議員からお話のあった相続等問題がある

ところっていうのは、相続を調べるところっていう

のはある程度できるかと思うんですけれども、実際

に解決していくってなりますと、やっぱり司法書士

さんのほうのお力をお借りするっていう部分が出て

くるものですから、市のほうはどちらかというと窓

口的な部分で、ある程度問題がはっきり分かった段

階でそれぞれ専門のほうへということで、特に相続

の関係であれば、司法書士さんのほうへおつなぎす

るようなそんな対応かなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） そうしますと単純に紹介にと

どまり、行政側が関与するとか全くないというよう

な状況なんですか。例えば、行政がここまではサー

ビスしますよとかっていうことがもしあれば、なけ

れば結構ですけど。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） ある程度専門のとこ

ろでお願いをするっていうところでは、相続の問題

が分かった段階で司法書士さんにおつなぎするとい

ったところが適切な対応かと思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） どうしても個人の財産ですの

で、幾ら公的とは言いながらも個人の所有物に対し

ては、やっぱり行政として立ち入ることがなかなか

難しいんじゃあないかなと思います。 

 これは所有者の相談の中で行うもんですから、あ

る程度条件をつけて同意をもらった中で、ある程度

踏み込んだ情報もやっぱり得なきゃいけないと思い

ますので、そこら辺はまた模索しながら考えていた

だければなと思います。 

 じゃあ、２番のほういいですか。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 空き家所有者への意向調査の

実施状況を伺います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 令和４年度に、湖西市空家等対策計画の改定に向

けた現況調査を実施しております。空き家等の所有

者に加えまして、建設から30年以上経過した建物の

所有者の中から抽出した計500名を対象として、意

向調査を実施をしております。 

 調査内容は、住まなくなった理由や住まなくなっ

た期間、現在の管理状況、それに要する経費、今後

について抱えている悩みや問題点など、計20項目に

ついてお答えをいただいております。 

 その中で、空き家対策に関して市に期待すること

ということを伺っておりますけれども、これにつき

ましては空き家等の解体費の補助金制度の創設とい

ったこと、それから空き家相談窓口業務や空き家バ

ンク制度の充実、空き家等の有効活用に関する情報

提供といったこと、さらには不動産業者や改修業者、

管理業者の情報提供、市への土地・建物の無償譲渡、

相続や利活用などのセミナーの開催などの回答が挙

がってございました。 

 以上です。 
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○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 本当に湖西市もよそごとでは

ないんじゃあないかなと思うんです。というのは、

4,160戸もあって空き家率が15.22％、これは言うな

ればもう少したてば、空き家のほうが多くなるとい

うこともちょっと言い過ぎか分かりませんけども、

そうした事態になりかねないかなと思います。 

 今お答えになった中で、いろんなある程度踏み込

んだところもありますし、そうした状況を踏まえて

空き家バンクというような形の中で進められてると

思うんですけども、ただ、今湖西市は登録が１件で

したか、何が理由であるか分かりますか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 昨年10月に、一応登録の手続を少し簡素化したと

いうことで、少し制度を変えたっていうところがご

ざいます。それまでは割と細かい情報あるいは見取

図なんかも、登録していただく方のほうに御用意い

ただいたっていうことがあったんですけれども、そ

の辺のハードルを少し下げてきたっていうのがござ

います。その結果、ただまだ１件という状況ですの

で、なかなか空き家バンクの制度自体も皆さん御承

知いただけてないっていったこともあるかなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） いろんな理由があると思うん

ですけど一つ私も気がつくのは、相続で七、八割が

こういう案件になっていくという状況なものですか

ら、なかなか相続の相談っていうのは難しいかも分

かりませんけども、相続で行政側にちょっと相談が

あったよっていうようなことがありましたら、行政

側にもそこらを得意としてひとつお願いさせてもら

えればなと思います。 

 中には財産分与で係争する可能性も十分にあると、

今そういうのが多いんですよね。そこにはなかなか

立入りが難しいかも分かりませんけども、いずれに

せよ相続の時点でこういう七割、八割が発生すると。

ですから、単純に言いますと所有者が生前のうちに

いろんなことやっておけばいいんですけども、お亡

くなりになってからっていうと、どうしてもそうい

うような問題が起きてくると。ですから、行政側の

セミナーとかそういうのに対しては、個々にはやっ

てると思うんですけども、生きてるうちに将来のこ

とを家族で話してくださいよというようなことを、

率先して行政が携わっていくっていうのも一つの手

じゃあないかなと思いますけど、どうですか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりだと思います。昨年度末に

も県として連携してということで、我が家の終活セ

ミナーというのを開催をさせていただきました。そ

れこそ、お亡くなりになる前に、土地・建物も含め

て相続関係もしっかりしておかないと、後々大変な

ことになりますよっていうようなことで、議員おっ

しゃるような趣旨でセミナーをやっております。割

と好評だったもんですから、また引き続きそちらに

ついては開催をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） まさに相続時点のことを想定

してやれば、７割、８割がある程度軽減できるかな

と思いますので、ぜひそこら辺にもお力添えをひと

つお願いしたいということであります。 

 あと３番に行きますけど。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） これはちょっと裏腹になるん

ですけども、住居用資産の固定資産税に係る住宅用

地の特例で、今現在は住居用資産の売却に対しては

譲渡所得税が免除されるような状況にはなりますけ

ども、これも年次がありまして、時が過ぎてしまう

ともうそこの対象にならないということもあります

ので、早くそういうこともやっぱり住民の方々が御

存じになって、早く措置をしていくということが対

策の一つかなと思いますけれども、例えば住んでい

ない空き家に、住居用資産として残しておくってい

うのは税法からいうとあれかも分かりませんけども、

矛盾してるとこがあるんじゃあないかなと思います。
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ですから、一つの考え方としてこうした軽減措置が

継続している、10年を期限とするような軽減期間を

設けることが一つの循環型に移っていく可能性も高

いかなと思います。ですから、10年たったら住居が

財産として軽減措置がなくなるよというようなこと

も、これから考えていくべきかなと思いますけども、

そこら辺の考えはどうですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 住宅用地特例は、原則として住居の用に供する住

宅が建っている場合に適用される制度でございます

けども、現行制度においては軽減期間に期限を設け

るということができません。ただし、特定空家や管

理不全空き家等に指定をされ、勧告の対象となった

土地につきましては、特例措置の対象から除外され

ることになります。このため、空き家担当部局と連

携を図って、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 法的な制度の中では今言われ

るように、軽減措置というのは一つの施策としては

ここに踏み切れないっていうとこがあるかも分かり

ませんけども、だけどほっとくとずっと住居用資産

で残ってしまうということが現実的に起きているの

が現況だと思いますので、これは法制度の改善も必

要かも分かりませんけども、例えば湖西市でそうし

た措置の改善を図るために、何らかの手法ってこれ

から見つけていかないといけないんじゃあないかな

と思います。例えば補助をなくすとか、例えば新し

くに入居すると、湖西市の人口増のためにいろんな

施策があると思いますけども、そうしたものから対

象から外れるよっていうことも一つの手じゃないか

なと思います。また、今後ともひとつそこら辺を御

検討願ってお願いしたいと思います。 

 それでは４番に行っていいですか。 

○議長（神谷里枝） ４番目の質問どうぞ。 

○18番（二橋益良） 空き家バンク以外に、譲渡を

促進するための手法として何らかお考えがあるかを

お聞きしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 空き家の譲渡を促進するための手法として、まず

は譲渡する際に必要な手続を担ってくれる不動産業

者や解体業者、リフォーム業者などのパートナーに

関する情報の提供があると考えております。こちら

については、本年度中に整備をしていく予定をして

おります。 

 さらに、譲渡時に発生する可能性がある解体費用

やリフォームの費用、あるいは登記の費用や税負担

相当額などを、市が補助することも効果的であると

考えております。空き家譲渡の促進には、所有者と

利用者、両者への支援が必要と考えており、効果的

な施策を調査研究し、支援策の選択肢を増やすよう

努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） この手法については、今後煮

詰めていかなきゃいけないかなと思いますけども、

ただこうした譲渡のために取るべき税金があだにな

って結局促進が促されないっていうこういう面が、

どっちかというと一番悪い、比率が高いと思うんで

すよ。要するに、国や行政が税金を取るために貸し

たものが、空き家をつくっていく一つの要因になっ

てしまうということが、当然そこに浮かんでくるん

じゃないかなと思います。ですから、これからの税

金っていうか税の対策も、そういう空き家を生み出

さないような税の対策も必要になってくるんじゃな

いかなと思いますけど、譲渡なんていうと国税なも

んですから、これはなかなか行政としては難しいか

も分かりませんけれども、そこに何らかの補助をつ

けたり、あるいはそれについての賦課があれば、や

はりその選択を選ぶ人も出てくるんじゃないかなと

思います。ですから、これからもそういう面でひと

つ空き家を１件でもなくさないと、あるいはそうい

う円滑な譲渡ができたりあるいは所有者が移転でき

るような方法を考えるべきだなと思います。 

 ５番に移りますけどいいですか、最後の質問です。

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） 湖西市で空き家対策として、



８８ 

みんなの０円物件のようなサービスの活用など、０

円空き家バンクを導入してはどうかなと思いますけ

ども、これが最終的な目的でございます。よろしく

お願いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 売買価格が０円や格安の物件情報をウェブサイト

で提供する０円空き家バンクが、民間や県外の自治

体において運営されていることを確認しており、空

き家の利活用促進や管理コスト、撤去費用の抑制に

つながる点で有効な手法と考えております。 

 一方で、仕組みを十分理解していない利用者同士

のトラブルや、周辺の不動産取引への影響なども考

えられますので、まずは専門家へのヒアリングや先

行事例などの研究をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） やっぱり所有者が困ってる状

況っていうのはいろいろあると思うんですよね。で

すから、普通一般的に考えるとゼロ円譲渡なんて誰

が考えるっていうこともあるかも分かりませんけど

も、これ全国ネットで1,100件も成立してるんです

よ。制約があったという報告もありますので、決し

てゼロではない。逆に言えば、今言うような湖西市

の中でも都市化したとこはいいけどもそれから離れ

たとこ、北部とか南部に行きますと家も建てられな

い。まあ、湖西市優良田園住宅制度がございますけ

れども、これもハードルが高くてなかなか難しいん

じゃあないかなと思います。ですからそうした地域、

要するに都市化しない地域、賃貸や譲渡物件、不動

産ルートに乗らないそうしたものをこれから模索し

ながら、推進していくということも一つの手じゃあ

ないかなと。世の中捨てたもんじゃなく、よく最近

テレビでやってますけども、東京や横浜市におる方、

私も知ってるんですけども水窪町へ移って、何で水

窪町に来たって質問すると、横浜市にいたらむさく

るしくて子供の教育によくないと、田舎へ住んで生

活するっていう御夫婦が子供２人連れて水窪町へ移

ってるんですよね。聞くと、一番困るのはやっぱり

保育園の送り迎えだと。それだけが困るけども、あ

とは空気もよくて環境もよくて、それでその方も自

分で商売もやってますので収益にもなるとこういう

ことで、そういうこともあるもんですから、決して

湖西市が都市化した町と思ったら大間違い、真ん中、

要するにＪＲの通るとこだけで、南部と北部は本当

にかわいそうなんですよね、市街化調整区域で非常

にお困りになってると。 

 それともう一つ、都市化したとこでも新居町なん

かを一つの例に取りますと壁全部つながってて取壊

ししようがないと、でも住むにはまだ住めるよねっ

ていうところから、そういうものを模索して拾って

いったらどうかなと思います。 

 この制度については、もう今施行されてるもんで

すからそんな難しいことじゃあないと思います。一

件でもこういうものが一つの見本となって、湖西市

にもあったらなと思う願いで今日は質問させていた

だきました。 

 また、今後ともひとつ御協力願って、空き家を１

件でも増やさないというとこをお願いしたいと思い

ます。ちょっと長くなりましたけども、これで質問

を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、18番 二橋益良議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 次に、３番 寺田 悟議員の

発言を許します。３番 寺田 悟議員。 

  〔３番 寺田 悟登壇〕 

○３番（寺田 悟） ３番 寺田 悟です。今回、

大きく２件の一般質問をさせていただきます。 

 １件目、中学校部活動の地域連携・地域移行の推

進状況について。 

 質問しようとする背景や経緯。初めに、事前提出

いたしました通告書に訂正箇所が２か所ございまし

たので申し上げます。１か所目は、質問しようとす

る背景や経緯の上から４行目、これまでに４回の湖

西市部活動地域連携・地域移行推進協議会が開催と

ありますが、正しくは５回でした。２か所目は、同

じく質問しようとする背景や経緯の下から６行目、

市内４中学校とありますが、正しくは５中学校です

ので訂正いたします。おわび申し上げます。 
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 では改めて、質問しようとする背景や経緯。一昨

年の６月定例会で、中学校部活動の地域移行につい

ての一般質問をした際、前教育長が協議会は移行期

間の令和７年度末までに、３か月に１回程度のスケ

ジュールで実施していきたいなどと答弁されました。

これまでに５回の湖西市部活動地域連携・地域移行

推進協議会が開催され、児童生徒や保護者アンケー

トも実施されました。アンケート結果や新入生、保

護者向けの説明書もウェブ上で公開されています。 

 この説明書を拝見しますと、平日の部活動は変わ

りありません。休日の部活動を地域展開する。剣道

部を令和７年４月から施行する。柔道部は令和７年、

夏の大会以降から施行する。野球部は令和７年２月

から毎月１回合同練習をする。できる種目から、で

きる時期にできる形で地域展開するなどと説明され

ています。 

 また、先月17日付の静岡新聞朝刊で、スポーツ庁

と文化庁の有識者会議が、公立中学校の部活動を地

域のスポーツ団体などに委ねる。地域移行に関し提

言を取りまとめたなどと報道され、そのポイントに

は2026年度からの６年間を改革実行期間とする。

2026年度から休日に加えて平日でも取組を進める。

2031年度までに休日は全ての部活動で移行を目指す

と示されていました。市内の５中学校には、剣道部、

柔道部、野球部以外にも多くの運動部や文化部があ

ります。他の部活動に所属している生徒とその保護

者、中学校入学前の小学生児童とその保護者も大変

関心が高く、先行きへの不安を感じているところで

す。 

 湖西市における中学校部活動の地域連携・地域移

行の推進状況と、今後のスケジュール及び課題につ

いて伺いたいと思います。 

 質問の目的。中学校部活動の地域連携・地域移行

の推進状況と、今後のスケジュール及び課題を共有

し、生徒や保護者の不安を払拭するとともに、既存

の地域クラブや団体等への理解と協力、新規部活動

の可能性を探るためです。 

 それでは質問事項に移ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 質問１、これまでの推進状況

と今後のスケジュール、課題を伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

  〔教育長 松山 淳登壇〕 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 令和５年９月に、部活動地域連携・地域移行推進

協議会を立ち上げ、これまで協議を重ねてまいりま

した。令和７年４月より中学校剣道部を対象に平日

の学校部活動を継続しつつ、休日の活動を湖西ジュ

ニアスポーツクラブに移行しました。今後は、段階

的に対象部活動を拡大し、国が示す令和13年度まで

に休日の部活動を地域へ移行する方針です。 

 現在、地域団体や競技団体等と連携しながら、受

皿づくりや運営方法の検討を進めております。 

 課題としましては、地域で活動を担う指導者の確

保や活動にかかる費用の問題が挙げられます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 国は、2026年度から休日に加

えて平日でも取組を進める、2031年度までに休日は

全ての部活動で移行を目指すという目標を示しまし

た。本市の方針では、できる種目からできる時期に

できる形でということですが、剣道部についてはも

う既に始まっていると。柔道部、野球部もそれぞれ

開始していくということなんですが、他の種目、こ

ういったものについてはまだ具体的に示されてない

と思いますが、休日の全ての移行、これは2031年度

までにということですけども、平日も含めて具体的

にその期限というのは示されることはないんでしょ

うか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 様々な種目によって様々な課題があり、簡単では

ないなというふうな状況であります。種目によって

も地域移行の困難さが違っているということであり

ます。 

 その中で剣道、そして柔道でも試行が始まるとい

うことで、まずはそこの試行での成果や課題等を確

認して、それを通して他の種目にどのように進めら

れていくのかと、どのような形で進められるのかと
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いうのを考えていきたいというふうに考えています。

したがいまして、今この段階でほかの種目について

は、これまでにここからスタートできますよとか、

ここまでに地域移行を完了しますというのを、お示

しをできる段階ではないというふうには思います。

ただ、今も協議を進めていますし、先ほどの試行の

課題確認等もありますので、だんだんここから課題

を解決して、方向性が見えてきたところでしっかり

と早めに公表はしていきたいなというふうに考えて

おります。時期も含めてということになります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） それで、休日における部活動

の移行については剣道部、柔道部、それから野球部、

そういったものを試行で、それの成果を見てそれの

成功次第ということで、ほかのとこでも枠を広げて

いくということだと思うんですが、平日における部

活動の地域連携・地域移行というのは、具体的にど

のような形を考えてみえるのか、お答えをお願いし

ます。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 平日の地域移行につきましては、休日の地域移行

に比べ学校運営に関わる問題が多くあります。そし

て、それ以外に平日に指導できる指導者の問題、そ

して活動場所、子供たちの移動方法、移動手段など

の課題もあるというふうに捉えています。まずは、

課題に対応できる部活動から休日の地域移行を進め

ていき、その中で平日の地域移行の可能性について

も、これは検討していきたいというふうに考えてい

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 各部活動の移行先となる地域

クラブや新規部活動の可能性、こういったものはい

かがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） これは２番の質問というこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） すいません、２番でお願いい

たします。 

○議長（神谷里枝） ２問目ということで、答弁お

願いします。 

○教育長（松山 淳） では、お答えをいたします。 

 部活動の地域移行先につきましては、まずは現在

学校で実施している既存の部活動と、中体連・中文

連にある競技や団体の受皿となる地域クラブの整備

を進めていくことを目標としております。 

 具体的には、地域においてスポーツ活動を推進し

ている湖西ジュニアスポーツクラブを中心に、競技

団体や地域人材との連携を図りながら段階的な移行

を目指しております。 

 現時点では、既存の部活動の移行が優先ではあり

ますが、将来的には子供たちの多様なニーズに応え

る新たな地域クラブの創設も視野に入れて検討して

まいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 新規クラブも視野に入れてと

いうことで、大変将来性があると思います。 

 この部活動は、子供たちの勉強以外の多くの学び

と経験を与えてくれる場であり、教育的意義は大き

いと考えています。 

 小学校５年生、６年生に対するアンケート、これ

を見させていただいたところ、どんな活動に参加し

たいですかという質問の回答では、中学校既存部活

動のほかに体操、新体操、空手、バドミントン、サ

ッカー、プログラミング、踊り、ダンス、写真、習

字などが回答されていました。また中学生に対する

アンケートで、地域でどんな活動をしていますかと

の質問に対する回答では、部活動以外のサッカー、

硬式テニス、バドミントン、少林寺拳法、習字、プ

ログラミング、英語、踊り、ダンスなどが回答され

ていました。民間の教室やクラブは、地域移行の受

皿となり得る団体として有望と考えますが、今回の

アンケート結果から、子供たちのやりたいという気

持ちに応えて、新規部活動を先に設置して、そこか

ら地域連携・地域移行へつなげるという逆転の発想、

考えというのはいかがでしょうか。 
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○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 これまでの湖西市として進めているこの地域移

行・地域連携が、先ほども回答させていただきまし

たとおり既存の部活動や中体連・中文連にある部活

動を、まずは受皿をつくって移行していくというふ

うな考え方でこれまで進めてきていますので、これ

からそれぞれの受皿が整っていって、軌道に乗って

きたところで、改めて学校部活動を地域に展開した

ときに、これまで学校部活動が担っていた部分をど

のような種目の地域クラブを地域クラブとしていく、

どのような種目、どのような活動を地域クラブとし

ていくのがよいのか検討して、また新しい種目につ

いてもその中で検討していきたいなというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） これまでに、湖西市スポーツ

協会加盟団体や湖西市文化協会、登録の団体やクラ

ブの代表者を集めて説明会や協議、協力依頼、こう

したことはしたことがあるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 全ての様々な団体の皆さんと協議をしたというも

のは今のところはございませんので、地域のスポー

ツ少年団や地域道場、その他スポーツ協会さん、参

加団体や文化協会、参加団体との協議につきまして

もこれから協議をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 今まで協議会のほうが５回開

催したということですが、やはり集まる方っていう

のが同じメンバーで、同じ少数の代表者ということ

になりますので、スポーツ協会加盟団体や文化協会

登録団体には多種多様な団体があり、その中には会

員の減少や高齢化に悩んでいる団体もあります。各

団体が部活動の受皿となれば、部活動を通じてそれ

ぞれのスポーツやそれぞれの文化、芸能のすばらし

さを伝えるよい機会となりますし、中学生にとって

は興味を持ち、さらに極めたいと思えばその団体の

会員になることもできるので、お互いによい効果が

あると考えますが、そういったことはいかがでしょ

うか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 貴重な御提案をいただいたというふうに捉えまし

て、先ほどから説明をしているとおり、これから協

議をしていく中でその点も考えていきたいなという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 中学校は、小学校もそうです

けど義務教育であり、部活動も大切な教育の一環と

考えますが、既存の部活動は学校において無料で練

習や稽古ができるのに対して、部活動にないものは

民間の団体やクラブ、教室に通い、習い事として有

料で学んでいます。これでは家庭の諸事情によって

格差が生じ平等とは言えず、才能のある子供が埋も

れてしまうことになりかねないと危惧するところで

す。経済的格差により義務教育の下、子供が均等に

学ぶ機会を与えられないということは、大変不幸な

ことだと思うのですが、部活動がある種目に偏って

いると、少数だということでそういった格差が生ま

れるんじゃあないかと。ですから、受皿のある団体

を先に新規クラブとしてつくって、それが子供たち

のニーズに合ったものをですよ、それでそこから受

皿を探すというのは先ほども私から提案させていた

だきましたけども、そういう格差の観点からもいか

がでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 先ほど来、回答させていただいているとおり、今

はやはり既存の学校部活動をどう地域に展開をして

いくのかというそういう視点で協議を進めておりま

すので、やはりまずは私としてはそこをしっかりと

まずは進めていきたいなというふうに思います。た

だ、今議員もおっしゃったとおり、これまで学校に

部活動があるから気軽にというか、あるので参加を

していたという子たちがたくさんいると思います。
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これが地域に移行していろいろな負担ができる、そ

れとか活動時間も今まで自分がやっていた習い事で

あるとか、いろいろな活動と重なってしまって選べ

なくなるということになると、そして負担も増える

ということになると、それは子供たちの豊かなスポ

ーツ・文化活動にはつながっていかないということ

になってしまうと思いますので、やはりその種目も

含めて、休日もそうですし、今後平日についてもど

のような形が湖西市の子供たちにとっていいのか、

どのような種目が受皿としてふさわしいのかという

ことを考えて、検討を進めていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） なかなか難しい問題だと思い

ますので、その辺よく御検討いただきたいと思いま

す。 

 質問３に移ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 指導者報酬、施設使用料、教

材備品などを経費的な支援策を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 現在運営されているジュニアスポーツクラブの取

組や他市町の状況を参考にしながら、地域クラブに

対する持続可能な支援の在り方について検討を進め

ております。今後は、国や県の動向を注視しつつ、

関係団体や地域と連携して、財政的な負担軽減に取

り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 今年度予算に計上した部活動

指導員５名があると思うんですが、これは採用でき

たんでしょうか。また、地域指導者報酬はこの部活

動指導員に準じて支払われるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 部活動指導員につきましては、現在募集をしてい

る最中でありますので、ここではまだお示しするこ

とはできません。 

 地域クラブの指導者の報酬につきましては、これ

から適切なものを検討していきたいというふうに思

いますし、国の動向では、有識者会議において地域

クラブでの活動費について、保護者負担額の目安を

示すように国に求めているということですので、先

ほどの答弁にもありましたけど、国の状況を注視し

て検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） これも先ほどの経済的格差と

重なってくるとかあると思うんですが、既存の部活

動であれば、地域指導者報酬とか施設利用料が免除

になったりとか、使用する教材や機材備品、これも

学校で用意して購入するというようなことになると

思います。それで地域移行になった場合、それらが

保護者の負担になったりとか、そのクラブの負担に

なったりということで、同じ保護者が湖西市に税金

を払っているのに、ある部活動では学校が用意して

くれる、ある部活動では用意されないというような

格差が生じてはいけませんので、その受皿との関係

もありますが、不公平のないようにお願いしたいと

思います。 

 次４番目。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 移動手段や移動経費など、保

護者の負担軽減策を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 地域クラブへの移行に伴い、活動場所への移動手

段や移動にかかる経費が、保護者の大きな負担とな

らないよう配慮が必要であると認識をしています。 

 現在、休日に活動している剣道におきましては、

剣道部がある３つの中学校を、会場を輪番で使用す

ることにより、居住地域にかかわらず特定の家庭に

負担が偏らないような工夫を行っております。 

 今後、地域クラブ活動の本格実施に向けて、送迎

支援の可能性について研究を進め、保護者の御理解

と御協力を得ながら、参加しやすい環境づくりに努

めてまいります。 

 以上です。 
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○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 部活動の活動場所は、生徒や

保護者にとって大きな問題だと考えます。休日の部

活動では、保護者も休日休みの仕事の場合は対応可

能と考えますが、今後、平日の部活動の地域連携・

地域移行した場合に、保護者は休日と同じような対

応はできないと考えますので、その辺りの対策とい

うのをしっかりと御検討お願いしたいと思います。 

 では５番に移ります。 

 市外他校生徒との合同部活動の可能性を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 現在、活動している静岡県の部活動におきまして

は、規定人数に満たないチーム同士での合同チーム

が認められている競技もございます。静岡県中学校

体育連盟（中体連）の規定では、市内の中学校と他

市町の中学校との合同チームも認められております。 

 部活動地域移行によって新設される地域クラブに

おいて、市外生徒の加入については、先進して部活

動地域移行を進めている市町の状況を踏まえながら、

現在研究を進めているところであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 受皿となる地域クラブによっ

ては、隣接他市町在住の生徒が所属している場合が

あります。また、湖西市在住で他市の私立中学校へ

通学している生徒が地元湖西市の地域クラブに所属

し、活動することも考えられます。本市中学校在住

の生徒と地域クラブ所属の他校生徒との間で、活動

中に万が一いじめ問題が発生した場合、湖西市のい

じめ防止条例では対応ができないと考えますが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 条例については、またしっかりと見直してみたい

と思いますが、ただ湖西市内で地域クラブの中で起

こったいじめでありますので、いじめであるとすれ

ばやはり関係しているのは湖西市内の子供が関係し

ている可能性がありますので、対応は地域クラブと

連携を図ってしっかりと対応していくべき問題であ

るというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 子供たちにとっては、年頃的

にも精神的にも大変関心の高い時期になりますので、

部活動、地域クラブの活動を通じてそういったこと

が起こってはいけませんので、その際にはしっかり

対応をお願いしたいと思います。 

 部活動地域移行・地域連携というのは、あくまで

部活動の一環です。部活動指導を地域指導者にお願

いするということなんですが、民間団体、クラブの

責任をしっかりと学校も担っていただきたいという

ふうに考えます。 

 最後の質問に。 

 湖西中学校部活動の統合後の活動方針を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 湖西中学校と岡崎中学校の統合に伴う今後の活動

方針につきましては、現在の小学校６年生が中学３

年生となる時期に当たることから、児童生徒や保護

者への丁寧な情報提供と周知を図ることが重要であ

ると考えております。 

 統合後の部活動につきましては、生徒の興味・関

心に応じた選択肢を確保するため、可能な限り現存

する種目を継続できるよう努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 現在、湖西中学校には柔道部

がありますが、岡崎中学校には柔道部はありません。

この柔道部はなくなるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 これから準備委員会のほうもスタートしますので、

その中で協議をしていくことになると思います。ま

た、部活動地域展開の進み具合によっても検討の仕

方が変わってくるというふうに考えていますので、

そのような視点を持って検討してまいりたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 
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○３番（寺田 悟） 子供たちのやりたい、続けた

い、そういう気持ちをしっかり酌んでその点をよく

御検討、子供たちを中心にして子供たちの気持ちを

考えて検討をお願いしたいと思います。 

 終わりに、部活動の地域連携・地域移行は、少子

化の進行により学校単位での部活動維持が困難であ

ること、教職員の働き方改革の推進から始まったこ

とだと認識していますが、子供たちのニーズに応じ

た多様で豊かな格差のない活動の実現を目指すこと

はもちろんのこと、教職員の熱意と奉仕精神に頼り、

教職員やその御家族の犠牲の上に成り立つことなく、

真の負担軽減になる改革を強くお願いいたします。 

 以上で１題目を終わります。 

○議長（神谷里枝） では、質問の途中ですけども

ここで暫時休憩といたします。再開は11時15分とさ

せていただきます。 

午前10時59分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 引き続き、３番 寺田議員の一般質問を行います。

主題２からとなります。寺田議員どうぞ。 

○３番（寺田 悟） それでは２件目、お願いいた

します。公立のこども園及び小中学校の安全対策に

ついて。 

 質問の背景や経緯。小中学校やこども園における

不審者侵入対策、学校周辺における犯罪被害防止、

交通事故防止対策は、子供たちの安全を守るために

非常に重要なことです。 

 先月５月８日、東京都立川市の小学校で男２名が

侵入し、教員ら５名を殴るなどの暴行傷害事件が発

生しました。５月１日には、大阪市西成区の小学校

校門直近で、下校を始めた小学生児童７名がＳＵＶ

車に次々とはねられ、重軽傷を負う事件が発生し、

この犯人は警察の取調べに対して、小学生をひき殺

そうとしたなどと供述し、小学生の命を狙った犯行

であると報道されていました。５月14日、埼玉県三

郷市で、下校途中の小学生４名がＳＵＶ車にひかれ

て重軽傷を負ったひき逃げ事件が発生。５月19日、

福岡県筑紫野市で、下校中の小学生の列に高齢者が

運転する軽四乗用車が突っ込み、男児１名が重傷を

負いました。過去には2001年、大阪府池田市の小学

校において、男１名が侵入し、児童８名を殺害、教

職員15名が重軽傷を負う悲惨な殺傷事件も発生して

います。 

 小中学校ばかりでなく、こども園を狙った侵入事

件も発生しています。2017年３月、大分県宇佐市の

こども園に刃物を持った男が侵入し、園児や職員が

襲われた事件、2021年11月、宮城県登米市にこども

園で周辺をうろつく不審者を発見し、未然に侵入を

防いだ未遂事件もあります。 

 湖西市においても、小中学生が不審者に声をかけ

られる不審者情報事案が度々発生しています。子供

たちを犯罪や事故から守るために、今回は学校やそ

の周辺での安全対策について伺います。 

 質問の目的。子供の安心・安全を守るために学校

の安全対策について、湖西市の現状と課題を市民と

共有し、地域全体で子供たちを守り育てる地域安全

意識の向上に資するためです。 

 それでは、質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 質問１、公立のこども園及び

小中学校における不審者侵入防止に対する安全対策

の現状と課題を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 学校や園は、保護者や地域住民など多くの方が訪

れる場所であり、また体育の授業や外遊びなどの活

動も頻繁に行われているため、校門や校舎の出入口

を常時施錠することは難しい状況にあります。その

ため、不審者が敷地内や校舎に侵入することを防ぐ

のは非常に困難であり、大きな課題であります。 

 これを踏まえ、各学校・園では危機管理マニュア

ルを整備し、来訪者に対する積極的な声かけや受付

の徹底など、不審者の侵入防止策を講じております。

また、侵入時の対応や児童生徒、教職員への迅速な

連絡体制についてもマニュアルに定めております。 

 さらに、さすまたの配備をはじめ可能な限りの対

応体制を整えており、万が一、不審者が侵入した場
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合には児童生徒の安全を最優先に、迅速な対応を行

うよう努めております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 現状のこども園や小中学校で

は、悪意のある不審者がゲートやフェンスを乗り越

えて、敷地内へ侵入するのを防ぐことは困難と考え

ますが、教室がある校舎内への侵入を防ぐ対策、こ

れはいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 先ほども答弁でもありましたが、やはり積極的に

関係者ではない方を見つけた場合には積極的に声を

かける、挨拶をする、そして受付に促すということ

を各学校園で徹底をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） こども園では、建物施錠が比

較的徹底されてまして、保護者が迎えに来てもイン

ターホンで確認してから職員が解錠するとか、不審

者が容易に侵入できない対策がされている園が多い

と認識していますが、小中学校では校舎の施錠管理、

先ほども答弁ありましたけどもなかなか校門に施錠

するそういったことは難しい、校舎の施錠も難しい

ということなんですが、やはり生徒の命を守る、そ

ういう不審者の侵入を防ぐという点から、施錠とい

うことは徹底できないものなんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 給食業者等もありますし、来客もあります。また、

始業時間に間に合わずに遅刻をしてくる児童生徒も

いますので、そういうことも考えるとやはり施錠を

する、施錠をして連絡を待って開けるとかっていう

方法もあるのかもしれませんが、現状の今のそれぞ

れの学校の状況を見ていくと、そこに人を充てるこ

ともなかなか困難であるというふうに考えますので、

現状では施錠を常にしておくということは困難であ

るという判断です。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 先ほど不審者、侵入者を早期

に発見するために積極的な声かけをする、また発見

した場合は受付に誘導するというようなことの御回

答でしたけども、今回の東京都立川市の小学校の事

件では、不審者が教室に来るまで侵入されたことに

教職員が気づかなかったなどと報道されていました。

限られた先生方、お忙しい中で早期に不審者を見つ

けるというのは大変困難なことだと思いますけども、

当市で無断侵入者、早期発見のための対策、方策と

いうのはいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 今議員のおっしゃった立川市の事件につきまして

は、私たちも想定をしていないような事案でありま

したので、このような具体例を参考にして各校で感

度を上げていくということが大事だと思います。こ

の事件が起こった後、校長会がすぐありましたので、

そのときにも各小中学校長に対して、安全対策につ

いていま一度確認するように話をしてありますので、

いろいろな過去の例を参考にして、さらに各校での

対策というのを、強化していくというふうなことを

大事にしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） なかなか教職員だけでやるの

は限界があると思いますが、例えば防犯センサーな

どの機械的設備を導入して、そういった音によって

侵入者を早期に発見するそういった取組、御検討は

いかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 今そのような防犯センサー等については検討はし

ておりませんが、これからどのような対応、防犯カ

メラ等もあると思いますけど、どのようなことがで

きるのかは、今後も検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 今回、立川市の事件では２名

の侵入者ということなんですが、２名以上の複数の
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侵入者に対する防犯訓練、対応策というのはマニュ

アルにあるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 各校のマニュアルや防犯訓練の現状をしっかり見

てみないと分からない部分はありますけど、一般的

にこれまでの自分の経験からお答えをさせていただ

きますと、２人を超えるような複数の侵入者だった

らこのように対応するっていうことは、恐らく想定

はしていないんじゃないかなというふうに思います。

一般的に、不審者の侵入があったときにはこう対応

するっていうそういう訓練やマニュアルづくりはし

ていると思いますが、そこまでは想定できていない

というふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 悪意のある不審者と対峙した

場合、例えば武道有段者の教職員であれば、自分の

身の安全と児童生徒の身の安全を守ることが可能と

考えますけども、教職員には女性もいれば経験の少

ない若い職員もいます。悪意のある侵入者に対して、

十分な対応ができるかというと大変難しいところが

あると思うんですが、侵入者に対しては複数で対応

することが重要と考えます。他の教職員の緊急事態

を知らせる方法、こういったものは統一されている

んでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 不審者が侵入した場合の校

内の連絡体制というのは、各校において定めて対応

しております。どのような対応かについては、防犯

上の観点からここでは説明はいたしませんが、各校

によってそれぞれ適切に準備をして、訓練をしてい

るというふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 万が一、不審者が侵入した場

合、児童生徒を守るために早急な避難が重要と考え

ますが、２階以上の教室の場合、複数の避難経路、

避難方法を想定する必要があると思うんですが、中

にはベランダを出て隣の教室を経由して避難すると

か、そういうことも必要と思います。ですから、各

学校のベランダの状況を拝見しますと、必ずしも安

全かということに問題点があると思うんですが、そ

ういう安全性、２階以上の避難経路、そういったこ

とはいかがお考えですか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 各校の危機管理マニュアルにおいて、各校のそれ

ぞれの現状に応じて避難経路や不審者を教室に入れ

ない対応とか様々な観点から、各校において計画を

し、訓練をしているというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 安全な避難経路の確保をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 残りも僅かになってきましたので、次の質問に移

ります。 

 次は、学校周辺の安全対策についてお伺いします。 

登下校の学校周辺における見守り活動や警戒活動の

現状を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 自治会やＰＴＡ、子ども会など様々な団体や地域

の皆様によって、登下校の時間帯に合わせた見守り

活動が行われております。この活動は、交通安全や

防犯の面で大きな抑止力となっていると認識をして

おります。 

 また、市内の小中学校におきましては、登下校中

など校外における不審者情報が寄せられた場合、速

やかに学校間で情報共有を行うとともに、市のウェ

ブサイトを活用し、児童生徒や保護者の皆様に注意

喚起を行っております。これによって、保護者や児

童生徒の見守り活動や警戒が強化され、不審者との

遭遇リスクの軽減及び被害防止につながっているも

のと認識をしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 登下校時の通学路において、

今答弁されたように地域のボランティアによる見守

り活動や警戒活動、青パト巡回は他の犯罪抑止にも
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つながり大変効果的だと考えますが、ボランティア

人材の高齢化が進む中、持続可能な見守り活動や警

戒活動の継続策についてお考えを伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 現在、自治会や子ども会などの皆様に御協力をい

ただいて、子供たちの安全を守っていただいている、

本当にありがたい取組だなというふうに考えており

ます。 

 今議員からもありましたとおり、持続可能な取組

としていくことは大事だなというふうに思いますの

で、まずは実態を把握して、研究を進めていく必要

があるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 各学校、ＰＴＡや保護者、地

域コーディネーター任せではなく、行政全体であら

ゆる機会を通じて地元企業や各種団体、単位老人ク

ラブなどに活動協力依頼や広報を行って、ボランテ

ィアを募集していただき、地域全体で子供たちを犯

罪や交通事故から守り、学校を安全な場所にしてい

ただくようにお願いいたします。 

 次の質問です。 

○議長（神谷里枝） 残り時間が５分ですので。 

○３番（寺田 悟） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

○議長（神谷里枝） お願いします。 

○３番（寺田 悟） 事件事故発生後の児童及び保

護者に対するケアサポートを伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 学校で重篤な事故や事件が発生した際には、静岡

県のスクールカウンセラーや心の緊急支援チームの

緊急派遣制度を活用し、県の専門的な支援を受けな

がら児童生徒の心のケアに当たってまいります。 

 この制度は、児童生徒だけではなく、保護者や教

職員への支援も含まれており、県の専門的なサポー

トを受けつつ、関係機関が一体となって対応する仕

組みとなっております。また、児童生徒の状況に応

じて、担任をはじめとする教職員や各校に配置され

ているスクールカウンセラーが連携し、個別の相談

や支援を通じて継続的な心のケアを行ってまいりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 県のほうからサポートチーム、

これが来ていただけるということなんですが、児童

生徒が暴力を振るう侵入者の姿を見たり、どなり声

を聞いたりして恐怖に接した場合、そのことがトラ

ウマになりＰＴＳＤ発症や登校拒否、暴力の連鎖な

どが懸念されます。学校に生徒たちがたくさんいる

んですが、その生徒数に対して派遣されるサポート、

それらの体制というのは十分なんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 スクールカウンセラーの緊急派遣につきましては、

直接児童生徒等へのカウンセリング等を行うもので

あります。もう一つの心の緊急支援チームは、それ

に加えて二次被害を予防する学校全体のケア、教職

員に対して子供たちにこのように接することが大切

ですよっていうふうな、そのような指導も含めて学

校を支援するというふうなそんなすみ分けになって

おりますので、確かに全員の子供にカウンセラーが

何人かずつつくっていうことはなかなか難しいこと

ではありますが、この心の緊急支援チーム等も使い

ながら教職員全体で子供たちを支えていくと、そう

いう体制づくりにも活用できるものだというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 児童生徒に対するしっかりと

ケアサポート、これをお願いしたいと思います。ま

た、児童もさることながら、そこの現場に居合わせ

た教職員の方々もかなり大きなストレスになり、心

により傷を負うようなこともあると思いますが、教

職員に対してもそのようなサポートをよろしくお願

いいたします。 

 次の質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 北部地区学校再編に伴う湖西
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中学校及び岡崎中学校の改修工事に当たり、ハード

面における不審者侵入対策を施す予定はあるのか、

伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 学校における不審者侵入対策において、防犯カメ

ラの設置が有効な手段の一つであると考えておりま

す。 

 学校再編の対象校である岡崎中学校は、防犯カメ

ラが設置されていますが、湖西中学校には設置され

ていません。そのため、湖西中学校においても防犯

カメラを設置していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○教育長（松山 淳） 防犯カメラ併せて防犯セン

サーもぜひお願いしたいと思いますが、しっかりと

安全対策のほうをお願いします。 

 次の質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） 最後の質問ですね、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 今後の安全対策の方針を伺い

ます。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 防犯カメラの設置が有効な対策の一つと考えてい

ますが、それだけに頼るのではなく日頃からの不審

者対応訓練、積極的な挨拶や地域全体での見守り活

動、そして緊急時の迅速かつ的確な対応が何よりも

重要であると認識をしております。 

 今後もこれら基本的な安全対策の徹底を図り、地

域や学校が一体となって安全・安心な環境づくりに

努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 今防犯カメラ、ほかにいろい

ろ地域の方々に頼るということなんですが、先ほど

さすまた、これが備え付けられているということな

んですけれども、さすまたなどの防犯関連用具の中

には、不審者の動きを瞬時に封じ込めることができ

るようなものとか、小型で女性でも使いやすいもの

も開発されていますが、児童生徒や教職員の安全の

ために最新のものを備えるということはいかがでし

ょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 今後、その点については検討していきたいという

ふうに考えています。現状、さすまたにつきまして

も捕獲できるものを設置している学校もありますし、

そうでない普通のさすまたもあるということで、あ

とネットランチャーなどもあります。まずは、検討

もしていきますけど今あるものを、あるだけではな

くてどの職員も確実に使えるっていうそんな訓練を、

しっかり併せて進めていきたいというふうに考えて

います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） そのほかにスクールサポータ

ーの常設、民間警備会社との契約、防犯対策、避難

訓練の回数増、教職員に対する護身術等の研修訓練、

こういったことはいかがですか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 現状、具体的に検討しているものではありません

が、今後検討を進めていく中で、必要があるなとい

うふうな判断をしたところで進めていきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） しっかりと有効な手段を検討

していただきたいと思います。 

 小学校の集団登校、これを廃止している自治体が

既にありますけども、当市は登校方法を見直す考え

というのはありませんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 児童生徒の登下校の仕方に

ついては、各校で判断をするものであるというふう

に考えています。現在、登校班をつくって集団登校

している学校と、そうではなくて登校班はないんだ

けど流れに乗って、独りぼっちにならないように集

団で登校していくというような２種類の方法を取っ

ている学校があります。ですので、今この段階で集
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団登校を行っていこう、または集団登校を廃止して

自由登校にしていこうというふうな判断を、湖西市

教育委員会としてすることは今は考えておりません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 登下校も含めて子供たちの安

全、こういったことをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 こども園や小中学校は、子供たちにとって安全・

安心で学べる場であり、保護者には安心・安全に子

供を預けられる場所でなければなりません。地域に

開かれた学校、地域住民との交流の場である学校、

地域に親しまれ、地域とともにある学校であること

は、子供たちにとって大変よいことだと思います。

ですけど、子供たちの安全を第一に考えるならば、

開放的過ぎるのも。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） あと１分ですね。考え直す時

期に来ていると考えます。湖西市は、どこの市町よ

りも子供たちの安全を第一に考えている市である、

安心して教育を受けられる安全な市である、子育て

世代の家族に選んでもらえる市になるために何をす

べきか、いま一度お考えいただきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、３番 寺田 悟議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 次に、２番 山本晃子議員の

発言を許します。２番 山本晃子議員、どうぞ。 

  〔２番 山本晃子登壇〕 

○２番（山本晃子） ２番 参政党、山本晃子です。

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 なお、議長の許可をいただきまして、参考資料を

配付させていただいております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 では、まず主題１です。公園の維持管理に関して

です。 

 質問しようとする背景や経緯です。まず、新居文

化公園に関してです。新居町駅から徒歩５分に位置

する新居文化公園は、広い芝生広場があり、子供た

ちが駆け回り、ジャングルジムや滑り台などの遊具

が設置され、多くの市民が使用しています。園内に

は、湖西市立新居図書館が併設され、読書と自然を

同時に楽しむことができます。 

 また、磐田市出身の造園家であり世界一とも言わ

れる足立美術館の庭園を手がけ、昭和の小堀遠州と

称された中根金作氏が作庭した日本庭園もあります。

花壇には、季節ごとに色とりどり花が咲き、特にボ

ランティアの方々の手による見事なバラは、訪れる

人々の目と心を楽しませてくれています。 

 さらに、市内外の方も多く訪れ、時には市外の小

学生が、湖西市内の工場見学の途中にお弁当を食べ

たりと立ち寄ってもくれています。 

 このように、新居文化公園は老若男女問わず憩い

の場となっております。しかしながら、私が議員に

なる前から公園がきれいではない、整備がされてい

なくて悲しいという市民の声が聞こえてくる現状も

あります。 

 １か月ほど前のことです。御夫婦で池を眺めてい

らっしゃったので声をかけると、私たちは13年前ま

で新居町に住んでいて、現在は愛知県豊田市に住ん

でいます。今日は、静岡市に行く用事があったので

懐かしくなって立ち寄りましたが、実はとてもがっ

かりしています。あんなにきれいだった公園が、通

路もきれいじゃないし池もこんなに汚れてしまって、

私たち家族はこの公園が大好きでよく遊びに来てい

たので、とても残念に思っていますと言われました。

私も非常に悲しく、何て返事をしていいのか分かり

ませんでした。同じ市内の公園と比較しても残念な

状態と言わざるを得ないと思っております。 

 そして次に、あけぼの１号公園に関してです。新

居町中之郷にあるあけぼの１号公園は、調整池が併

設されておりますが、名前こそ公園とついているも

のの、現状、公園とは程遠くジャングル化していま

す。後ほどこの点についての補足説明はさせていた

だきたいと思っております。 

 このような状況から、湖西市民にとって大切な２

か所の公園管理に関して質問させていただきます。 

 質問の目的です。市民の憩いの場であり市民の財

産である新居文化公園、そして公園とは名ばかりの
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状態となっているあけぼの１号公園に関して、市は

どのように考え、市民の満足度を高めるために今後

どのような維持管理をする予定なのか、確認させて

いただきたいと思います。 

 では、質問事項に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） １番です。新居文化公園の管

理担当部署と管理状況をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部長。 

  〔都市整備部長 匂坂隆拡登壇〕 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 新居文化公園は、新居図書館、文化観光課及び土

木課の３部署で管理を行っております。 

 新居図書館では、公園北側に位置する図書館敷地

内の管理を行っており、敷地東側にある日本庭園の

池の管理としてシルバー人材センターと委託契約を

締結し、落ち葉などのすくい上げ、沈殿物の回収を

行っています。また、文化観光課では、図書館敷地

のうち池を取り巻く日本庭園の植栽管理を行ってお

り、湖西新居観光協会と委託契約を締結し、植栽の

剪定や草刈りなどを行っています。土木課では、図

書館の敷地を除く公園南側区域の管理を行っており、

園内の樹木や芝生広場については、造園業者と年間

を通じた委託契約を締結し、年複数回の剪定や芝刈

りを適宜実施しています。また、園路や園内の側溝

については、週１回、土木課の現業職員がごみ拾い

や清掃などを実施しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 御答弁ありがとうございます。

私は週に何度も新居文化公園を訪れているのですが、

今、週に１回清掃に入っていただいているというお

話でしたが、こんな言い方をしたら大変失礼だと思

いますが、あまりきれいになっているという感じを

受けておりません。参考資料で配信させていただい

た写真を見ていただくと、少しその様子が皆様にも

お分かりいただけるのではないのかなと思っていま

す。 

 これは私だけが感じていることではなく、市民の

方からの声も多くあります。私が議員になってから

も、かなり公園の整備に関しましてはアプローチし

てきたつもりだったんですけれども、改善があまり

感じられないので、今回一般質問をさせていただい

ている次第です。 

 それでは、担当部署が３部署に分かれているとい

うお話でしたが、この３部署に分かれている理由と、

それぞれのメリット・デメリットを教えていただけ

ますでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 まず、３部署に分かれている経緯といったところ

を説明させていただこうかと思います。 

 平成22年度の旧の湖西市と旧の新居町との合併の

際に、図書館と公園の管理区分を明確にして、それ

ぞれ目的に応じた管理を行うことになったというふ

うに認識をしております。その後、さらに新居図書

館敷地内の日本庭園については、観光面での活用も

考慮して、図書館と文化観光課で管理区分が分けら

れたというふうに認識をしております。 

 それから、複数に分かれているメリット・デメリ

ットについてでございますが、まず管理部署が分か

れているメリットといたしましては、それぞれの部

署で日本庭園の管理や樹木の剪定、芝生の養生、刈

り込みなど、委託する業務について専門的な知識・

技能を持った団体や事業者を適材適所で選定するこ

とで、求められる管理レベルに応じた対応が可能に

なっていることと認識をしております。一方でデメ

リットといたしましては、公園の利用者からの通報

や緊急的な要望などに対し、対応に時間的なロスが

生じてしまう可能性があるというようなことや、そ

れぞれが管理する区域の境の部分で管理の手が届き

にくい、そういった可能性があるといった弊害が考

えられると思います。 

 こうしたデメリットが生じないように、各部署が

作業の実施方法や実施時期などについて、適宜連携

を図りながら引き続き公園管理に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 
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○２番（山本晃子） ありがとうございます。今伺

わせていただきましたが、専門的な知識ということ

に関してはおっしゃるとおりだなとは思うんですけ

れども、全体的に考えますとメリットよりもデメリ

ットのほうが大きいのではないかなというふうに、

私は新居文化公園に通ってという言い方は適切かど

うか分かりませんが思っております。境に関して、

お仕事の境界の部分ですね、手が届かないというの

はそのとおりではないかなというふうに感じており

ますので、デメリットのほうが大きいと私は思って

います。そして、今までも新居文化公園のことに関

しては、何度もそれぞれの課にお邪魔しましてお伺

いしてますけれども、皆さん自身もあまりその境界

に関して把握されてないんだなっていうことが何度

かありました。正直、この状況できちんと管理でき

ているのかとさえ思っておりましたし、私が何より

不思議に思ってたのは、もしこれが民間企業だとし

たら、たとえ自分の所管でなくとも同じ公園の中で

汚れているなと思った場合は、その旨を所管部署に

連絡して、早急に改善するっていうことが通常行わ

れると思うんです。でも、私にはそういうふうにな

っているようにはこの２年間で思えませんでした。

民間企業しか知らない私にとっては、このこととい

うのは非常に不思議に感じるわけなんです。 

 湖西市ではというか行政では、ほかの部署に口出

しをしないという何かルールでもあるのかなと思っ

ているんですが、その点について教えていただけま

すか。 

○議長（神谷里枝） 市長。 

○市長（田内浩之） 山本議員、御質問ありがとう

ございます。 

 他部署に口を出してはいけないというルールはな

いという認識でございます。ただ、所管事務という

ものがありますので、それぞれの仕事の事務という

のはきっちり分けられてます。ただ、連携というの

は本当におっしゃるとおりすべきだと思っておりま

すので、山本議員、この新居文化公園の質問をして

いただいてますけども、私どもも担当課っていうの

は思うところがありますので、今後どこの部が主で

見るのかということは、また庁内で議論させていた

だいて考えていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。予算

等との関係があるので、所管部署で区分があるって

いうのは私も理解しているんですが、私がちょっと

お伝えしたかったのは、同じ公園を担当していて汚

かったら、汚いですよね、改善しませんかみたいな

連携はしていただきたいなということを申し上げた

かった次第です。 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●● 

○議長（神谷里枝） すみません、ちょっと休憩し

ます。 

午前11時57分 休憩 

───────────────── 

午前11時58分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

○議長（神谷里枝） ただいまの山本議員の質問の

内容ですけども、通告されているのと大分ずれが生

じているように感じますので、この質問には当局の

ほうも答えづらいっていう状況です。いかがですか。 

○２番（山本晃子） 分かりました、取り下げさせ

ていただきます。 

○議長（神谷里枝） ありがとうございます。 

○２番（山本晃子） 申し訳ありません。 

 では先ほどのお話で、私は３部署で管理するよう

に、市長がおっしゃったお考えがあるというお話だ

ったんですが、１つの部署が責任を持って管理する、
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もしくは池と庭園は文化観光課が管理して、あとは

土木課っていうふうに、せめて２部署で管理するっ

ていうほうが、非常に管理がしやすいのではないか

なというふうに考えたりはしているんですが、先ほ

ど市長がおっしゃったのはそういった意味でしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 市長。 

○市長（田内浩之） 今の山本議員の御発言は、御

意見として受け止めさせていただいて、それも踏ま

えてしっかり庁内でこれから検討したいなと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では、２番に移ります。 

○議長（神谷里枝） すみません、質問の途中です

けどもここでお昼の休憩に入りたいと思います。再

開を13時とさせていただきます。 

午前11時59分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 引き続き、２番 山本議員の一般質問を行います。 

 主題１の２番目からとなりますね。山本議員どう

ぞ。 

○２番（山本晃子） ２番です。公園内は、禁煙に

もかかわらず多くの吸い殻が落ちている状況につい

て、管理担当部署としてどのように考え、どのよう

な対策をされているのか、またされるおつもりなの

かお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 公園の入り口に園内での禁煙を知らせる掲示をし

ておりますが、ベンチ周辺などに吸い殻が捨てられ

ている現状については、利用者のマナーの問題では

ありますが非常に残念に感じております。湖西市美

しい生活環境を確保する条例や、改正健康増進法の

趣旨にのっとって、公園内の良好な環境の確保や子

供をはじめとした利用者の受動喫煙防止への理解が

得られるよう、今以上に園内でたばこを吸われてい

る方に向けた注意喚起を行う等の対策を講じてまい

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。ここ

で参考資料１－１を御覧いただきたいと思うんです

けれども、こちらはあずまや周りのたばこの吸い殻

の写真となります。これは、前日に私があずまやの

周りを掃除して、次の日に行ったときに落ちていた

たばこの吸い殻です。ここのこの一点にこれだけ固

まって落ちていたわけではなくて、あずまやの周囲

に落ちていたものを私が集めて写真にしたものなん

ですが、かなりの吸い殻が捨てられていることがお

分かりいただけると思うんです。 

 以前にもというか以前からこの状況を土木課の窓

口でお話をして、できればセンスのいい形でここは

禁煙ですと分かるステッカーのようなものを貼って

ほしいとお願いしてありましたが、なされていない

のでこの場でお願いしたいと思っております。小さ

なお子さんや妊婦さんもお見えになる公園ですし、

そもそも受動喫煙防止法もありますので、公園に限

らず市民のマナー向上を広報紙なども呼びかけてい

ただきたいということと併せて、そのステッカーの

件もお願いしたいと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 注意喚起のほうということですね、対応のほうを

速やかにさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 では３番に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） ３番、公園内にある野鳥を紹

介した看板は、参考資料１－２にあるようにかなり

古くなっておりますが、修理、新設予定をお伺いし
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たいと思います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 現在建てられている野鳥の紹介看板は、昭和57年

の文化公園の開園当時から設置されているもので、

現在は経年劣化による汚れや損傷が目立つ状況とな

っております。開園後40年余りが経過をして、公園

の利用者層や利用目的の多様化、さらには多くの市

民がスマートフォンを持ち、自ら情報を検索するこ

とができるそうした社会環境の変化もあることから、

紹介看板の必要性については撤去を含めた検討をし

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。撤去

を含めた検討ということですが、確かに今の時代は

何でもスマホで検索できるというそういう時代にな

りましたが、これは私個人、あくまで個人の意見で

すけれども、やはり公園ですのでスマホではなくて

こういった看板を見ながらお話をして、御家族で小

さなお子さんとお話ししながらっていうのがほほ笑

ましくて、思い出にも残ってよいのではないかなと

思ったりはいたします。時代に即したという観点で

したら、その看板にＱＲコードなどをつけていただ

くなどして、そこに飛んでもっと詳細が分かるみた

いな感じでお願いできたらうれしいなと私自身は思

います。 

 また、木の看板でしたら森林環境税を使用するこ

ともできると思いますので、温かみのあるすてきな

看板を設置していただくことができたらと思いまし

て、ぜひすぐに撤去と判断されずに、特に子育て世

代に喜んでいただけるような形で調査研究をしてい

ただきたいと思います。ただし、決まるまでの間、

きれいではない看板がこのままというのもいかがな

ものかと思いますので、撤去だけはできるだけ早め

にお願いできればと思います。 

 では次４番に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） ４番、公園内の樹木の管理方

法をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 新居文化公園の高木や寄せ植え、芝生の管理は造

園業者と業務委託契約を締結し、年間を通して高木

の剪定や寄せ植えの刈り込み、芝生の養生、刈り込

みなどの管理を計画的に行っております。その中で、

受注者には月１回以上園内を巡回していただき、落

下のおそれのある枯れ枝などの確認を行い、市に報

告をいただくこととしております。また、豪雨や強

風などの異常気象の後も巡回・点検を行い、倒木や

折れた枝などの異常が報告された場合には、速やか

に必要な処置を行うこととしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。月に

１回確認作業していただいているということであれ

ば、安心いたしました。時々、まあまあの大きさの

枝が落ちているのを見かけたりしていたもんですか

ら、もし小さなお子さんが通ったときに落ちてきて

しまったりしたら心配だなと思いまして確認させて

いただきました。 

 ところで、年間を通して計画的に芝生、芝生はと

てもきれいだと私も思っているんですけれども、高

木の剪定や寄せ植えの刈り込みを計画的にされてい

るということでしたが、委託契約をされている作業

を終えた後に、職員さんが作業をされた結果を確認

というのはされていますでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 作業日報という形で報告をいただいて、確認をす

るということでしておるということであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 作業日報ということでしたが、

目視での確認はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 暫時休憩といたします。 

午後１時08分 休憩 

───────────────── 

午後１時09分 再開 



１０４ 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 すみません、先ほどの答弁を訂正をさせてくださ

い。日報ではなくて、月１回月報を出していただい

て確認をしているということでございます。 

 現場を確認しているかどうかというところですけ

れども、現場のほうは確認まではしてないというこ

とであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 通常、御家庭で何か発注した

場合っていうのは、必ず作業後確認されると思うん

です。公園の場合は、市民の皆さんの税金で管理し

ているというわけですから、必ずきちんと作業がな

されたかどうかの確認はしていただきたいと思って

おります。 

 わざわざこの質問を入れたのには理由がありまし

て、以前作業された後に２袋分ぐらいのごみが放置

されたままでして、市民の方が私のところにお電話

をいただいたっていう経緯があり、私のほうでごみ

を片づけたっていうことがありました。作業終了後

に確認されていれば、そのようなことというのは起

こり得ないと思うので、ぜひ今後、必ず目視でとい

うことをお願いしたいと思います。 

 では、続いて５番をお願いします。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） 新居文化公園では、ハトや池

のコイへの餌やりが市民によってなされていますが、

そのことを把握されていますでしょうか、お聞かせ

ください。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 公園内でのハトへの餌やりや、池のコイへの餌や

りが行われていることは把握をしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 把握されているということで

すが、私も市民の皆様がかわいいという気持ちで餌

をやる行為に関しては、心情としてはもちろん理解

しているつもりです。ただ、現在ハトのふんであず

まやの床ですとか屋根や周囲が汚れておりまして、

衛生上問題もあると思いますし、ハトに餌やりをす

ると、ハトというのは御存じかと思いますが繁殖力

がすごいので、あっという間に増えてしまうおそれ

があります。そうなりますと、近隣の住宅のベラン

ダに巣をつくったりして、退治するのに大変な労力

がかかったりします。私の知人も以前、非常に苦労

したので、そういったことにもしなってしまうと大

変だなと思っておりますし、そもそも野生のハトに

人間の食べ物を与えるということも、生態系に影響

が出てしまう可能性があると思います。また、ハト

のふんは酸性ですので、構造物が腐食や劣化してし

まうおそれもあります。かわいい気持ちから餌をあ

げたいという気持ちは分かりますが、ごめんなさい、

池のコイに関しても同じです。人間の食べ物を与え

るということはハトにとってもよくないですし、餌

を与えたいという気持ちは分かるんですが、水がか

なり汚れている状況です。ですので、御遠慮いただ

くようにという注意喚起をお願いしたいということ

で昨日伺いましたら、コイに餌をあげないでくださ

いというのはつけていただいていたようですけれど

も、ぜひハトの注意喚起のほうもお願いしたいと思

います。ただ、私が申し上げて申し訳ないんですが、

公園内の注意喚起に関してなんですが、せっかく遊

びに来ているのに、あれも駄目これも駄目っていう

嫌な気分にならないような工夫をした上でお願いし

たいと思うんですけれど、この点をお願いできます

でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 議員おっしゃるとおり、ハトへの餌やりを楽しみ

に公園にいらっしゃる利用者の方もいらっしゃるか

と思いますが、公園に限らず野生生物への餌やりに

よって数が異常に増えてしまうと、ふんですとか鳴

き声とかの生活環境への被害、そういったことが拡

大するおそれがありますし、また餌をもらえること

に慣れてしまうと、自分で餌を探すことができなく
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なる、結果的に野生生物のためにはならない、こう

いったことを公園で利用者の方にも理解をしていた

だくことが非常に重要だと考えてます。ですので、

まずは餌やりは控えていただくように公園内に看板

等を設置して、公園を利用する方々に餌やりの影響

について考えてもらいながら理解を求めていく、そ

ういった対応をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。今部

長がおっしゃっていただいたとおり、市民の方に理

解をいただくということが重要になるかと思います

ので、ぜひ広報などでも御周知をお願いできたらと

思います。 

 では６番に。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） 昨年度末、新居文化公園に新

設された遊具の選定基準を教えてください。また、

完成後の子供たちを含めた市民の感想などは把握し

ていますでしょうか、把握しているのであればどの

ような感想なのかお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 公園の遊具は、遊具を利用する子供の年齢層に応

じた遊びの形態を想定し、ブランコや滑り台、シー

ソーなどの遊具の種類を選定、さらにそれぞれの遊

具の構造に起因する安全面の課題を踏まえて、選定

することになっております。 

 今回、新居文化公園で更新をいたしました遊具に

ついては、利用する子供は幼児を想定をし、様々な

遊びが安全に楽しめるよう複合遊具を選定をしてお

ります。 

 これまで利用者からの御意見御感想は確認をして

おりませんが、今後寄せられた御意見、御感想は今

後の市内にある公園における遊具の更新の参考にし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。たし

か、新しく新設された遊具は対象年齢が３歳から６

歳だったと思うんですが、現在その下の年齢の子供

さんが遊べる遊具がありません。せっかく新設する

のであれば、例えば子ども・子育て会議の場で意見

を募っていただくとか、こども未来課や子育て世代

の職員さんの意見を聞くとか、にこりんやのびりん

で親御さんや子供さんに意見を聞くとかしていただ

けると、開かれた湖西市という感じがして利用者さ

んにも満足度が上がると思うので、こういったこと

も御検討いただければと思いますが、こういった意

見を聞いていただくということに関しては、どのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） まず、ゼロ歳から２

歳児向けの遊具といいますのは、公共の公園に設置

する対象遊具の流通自体が少ないということですと

か、対象年齢以上の子供が使うことによって破損す

る事例が多いといったことから、設置を見合わせて

いるといったような状況がございます。 

 一方で、新居子育て支援センターのびりんとか今

年の１月に開設をしました新所子育て支援センター

のにこりんでは、屋内の遊びの広場としてはいはい

の子供でも登れるスロープのついた滑り台ですとか

トンネルの遊具、おもちゃ等で親子が遊べる空間が

用意をされております。 

 令和７年度からの湖西市こども計画の取組目標に

は、子供の遊び場や交流機会の創出を掲げていると

ころでありまして、子供の遊び場の充実に向け、今

後、こども未来部とともに子育て支援センター等と

の連携や役割分担について研究をしてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。屋内、屋外という問題もありますし、そ

ういった事情もあるということは理解いたしました、

ありがとうございます。 

 では、続いて７番です。参考資料１－４のように、

図書館隣接の池がきれいとは言い難い状態ですが、

どのように管理をされているのかお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 
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○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 池の清掃については、業務委託により実施をして

おります。 

 委託内容は、落ち葉等の浮遊物及び池の中に沈殿

したごみ等の回収を隔週に１回行っております。ま

た、落ち葉が多く発生する４月、11月、12月、１月

につきましては、回収頻度を週１回に増やして浮遊

物の回収作業を実施しています。 

 引き続き、業務委託による清掃を実施し、落ち葉

の多い時期には、必要に応じて職員による補完的な

清掃回数を増やすなど、池の環境維持に努めてまい

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。今の

ことは理解いたしました。ただ、落ち葉と沈殿物を

拾っていても、根本的な解決にならないのではない

かなと思っているんです。今お掃除してくださって

いる方というのは、御自宅でたくさんのコイを飼っ

ていらっしゃる方で、その方がおっしゃるには水が

循環していないのが一番の問題で、汚いもののよう

なものが発生するのではないかという御意見なんで

す。であるならば、水中ポンプとかろ過装置をつけ

るとかをしなければ、根本的な改善にならないと思

うんですけれども、こういった見栄えの問題とか予

算の問題もあるとは思うんですが、こういった根本

的な改善についてのお考えはございませんでしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 今議員のおっしゃられた

水中ポンプとか、そういった循環をさせるというこ

とについては、また専門業者の方と相談をしながら

研究してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、期待しており

ます。 

 では８番に。８番、参考資料１－３のように通路

の側溝が落ち葉で塞がれ、度々部分的に水の流れが

妨げられ詰まってしまっています。掃除の状況と今

後の予定をお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 公園内の日常的な管理は、土木課の現業職員１名

が毎週１時間半程度の作業時間でごみ拾いや側溝の

清掃等を実施しております。 

 今後も側溝の詰まり等が発生した場合には、迅速

に対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 写真ではなかなか伝わらない

かと思いますが、実際見ていただきましたら週に１

時間半程度、１名の方がお掃除したぐらいではちょ

っと改善されるというか、市民の皆さんが満足して

いただくような状況にはなり得ないのではないかと

私は考えております。参考資料の３番のような状況

っていうのは、この数日間でこのような状況になっ

たわけではないと思うんですが、全体の側溝のお掃

除というのはどのくらい前にされたのかお分かりで

すか。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ごめんなさい、訂正させても

らいます。恐らくお分かりにならないぐらいやって

いらっしゃらないのではないかと思うんですけれど

も。 

○議長（神谷里枝） 今の質問の状況でよろしいで

すか。 

○２番（山本晃子） いいです。 

○議長（神谷里枝） 山本議員、都市整備部長のほ

うに、直近でいつ掃除をしたかということをお聞き

したいですか。 

○２番（山本晃子） はい。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 答えいたします。 

 すみません、把握はしておりません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました。この状態なの

で恐らくそうだと思うんですけれども、理解しまし

た。 
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 では、９番に行きます。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） ９番、子供を産み育ててくれ

る若者を増やしたい、少子化に歯止めをかけたいと

のお考えの湖西市として、子育てに欠かせない新居

文化公園の現状をどのように捉え、今後どのような

公園を目指しているのか、そのための予算は十分な

のかお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 新居文化公園には、広々とした芝生広場や散策路

を中心に植栽や花壇、あずまや、滑り台やジャング

ルジム等の遊具、図書館、駐車場などが配置をされ

ております。 

 南東側入り口の花壇では、地元有志の新居文化公

園バラの会の方々が、10年前からバラ園の再生や手

入れの活動を続けるなど、市民のお力も借りながら

維持管理に取り組んできております。現在では、幅

広い年代の方が花の鑑賞をはじめ散策や休息、遊び、

運動、読書など様々な目的で気軽に立ち寄れる市民

に愛される公園となっております。 

 引き続き、関係部署と連携を図りながら、また市

民の皆様のお力もお借りしながら、限られた予算の

中で利用者の多様なニーズに対応した適切な維持管

理に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 予算に対して十分かどうかを

お尋ねさせてください。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 令和７年度は、公園施設管理運営費として約

9,000万円ほどの予算を計上しております。そのう

ち、新居文化公園の維持管理業務委託のほうにつき

ましては690万円ほど確保しているといった状況で

ございます。造園業者のほうに委託をしてかなり重

点的にやっているところでありますけれども、日々

の維持管理といった部分につきましては、議員おっ

しゃるとおりまだまだ行き届かないところっていう

のがあるかと思いますので、その辺、日々の管理と

いったところにつきましては、少し頑張っていこう

かというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。私の

希望というか市民の希望もそうなんですけれども、

一度きれいにしていただければと思っています。 

 では10番に。10番、新居町中之郷にあるジャング

ル化したあけぼの１号公園、参考資料２はどのよう

な目的で造られた公園で、どのような経緯で現状の

ような状況なのか、また今後はどのように活用され

る予定なのか伺いますという質問なんですが、ただ

しこの公園のジャングル化の状況については、私が

一般質問の通告書を提出し、執行部の方々と調整の

ため打合せ後、知らない間に急に整備が始まりまし

て、現在は資料３のように整備途中ですが、大変き

れいに進行中ということを申し上げたいと思います。

整備していただいたことに関しましては感謝申し上

げます。ありがとうございます。 

 ただ、何度かお願いしていたものの予算がないと

いうことでしたので質問させていただいたんですが、

整備してくださるんだったら、質問する必要もなか

ったのかなと反省もしてはおりますが、質問させて

いただきたいと思っております。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えをいたします。 

 あけぼの１号公園は、三ツ谷地区の土地区画整理

事業の施行に伴い整備され、平成３年に開設をされ

た公園でございます。この公園は、周辺が工業用地

のため、工場の従業員の方などが休息や心身をリフ

レッシュする場を提供することや、都市環境の維持

向上のための環境衛生的な効果、それから洪水調整

等の防災効果が期待をされているところでございま

す。 

 ここ数年、除草や伐木作業が滞り、雑木が繁茂し

た状況となっており、地域の皆様には御心配をかけ

ていたことと思います。今後は、適切な時期に除草、

伐木を行うこととし、あけぼの１号公園に期待され

ている効果が適切に発揮されるよう、維持管理に努

めてまいります。 
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 それから、この公園の現在の状況ということです

けれども、５月30日の日にここの公園、調整池も兼

ねているということで調整池のパトロールを実施を

したところ、雑草や雑木が繁茂した状況が確認され

ておりましたので、早急に除草や伐木作業が必要と

判断をいたしまして、既に対応したとそういった状

況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。ジャ

ングル化してしまったことによって不法投棄されな

いかという心配事と、市民の方はちゃんと調整池の

本来の能力を果たせているのかと非常に心配してお

りましたので、整備していただいたことを市民の

方々も喜んでおりますので、今後の維持管理もぜひ

よろしくお願いいたしたいと思います。よろしくお

願いします。 

 １点教えていただきたいんですが、コンクリート

ではなくて土の地面だと思うんですが、この部分で

キャッチボール程度の利用っていうのは可能なので

しょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 可能ではあるんです

けれども、調整池が兼用されているというところで

ありますので、大雨のときですとかなり水の深さが

深くなるっていうところでありますので、広場です

とかグラウンドとしての活用というのはあまり適さ

ないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では、新居文化公園に関しては市民に愛されてい

る本当にすてきな公園だと思っておりますし、何度

も申し上げておりますが、この市民の財産を大切に

守っていただきたいと思っていますので、ぜひ予算

づけの努力をお願いして、そして３部署に分かれて

いる縦割り行政をせめて２つぐらいにしていただけ

ればと思っております。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

○議長（神谷里枝） 主題２のほうですね。 

○２番（山本晃子） 主題２、物価高騰による給食

の質、量の担保についてです。 

 質問しようとする背景や経緯でございます。昨今

の物価高騰及び米不足により、一般家庭の家計は大

変な状況となっています。湖西市においては、昨年

10月より中学校の給食無償化が始まっております。

保護者からは、この物価高の中、給食の量と質が確

保できるのかという心配の声が上がっております。 

 質問の目的です。成長期の子供たちにとって、１

日の食事の３分の１を占める大切な給食における質

と量の確保の確認のためです。 

 質問事項１に入ります。現在の給食食材の仕入れ

に関して、明文化されたルールはありますでしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 現在の給食食材の仕入れについては明文化された

ルールはありませんが、肉や魚、野菜などの食材に

ついては、市内及び近隣市の学校給食用物資納入契

約業者から調達をしています。また、主食のうち米

は主に静岡県学校給食会から、パン、麺及び牛乳に

ついては静岡県学校給食会の指定業者からそれぞれ

調達をしています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員、残り時間があと５

分ぐらいになってますのでお願いします。どうぞ。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。今お

っしゃったのは、お米とパンに関しては県内産とい

うことでよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 仕入先は、静岡県学校給食会ということで県内で

はあるんですが、米については新潟県産であったり

国産ということで調達をしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました、国産というこ

とで安心いたしました。 

 確認ですけど、今後お米が外国産になったり米飯



１０９ 

給食がパン食になったりということはなくて、今ま

でどおりと思っていいのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 次の答えでも少し触れさせていただくんですが、

市の令和７年度予算も14％ほどアップして予算をい

ただいてますので、その中で今までどおりの質と量

を確保できるような予算を確保していますので、今

までどおりということで。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。それ

を聞いて安心いたしました。すみません、私のほう

でちょっと混乱しまして、今のは２番にかなり踏み

込んだ質問でした。 

 改めて２番、今後も続くことが予想される物価高

や米不足に対して、質や量をどのように確保される

かを教えてください。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 近年の物価高騰においても給食の質と量を確保す

るために、令和７年度予算は昨年度と比較して、中

学校のほうは１食当たり14％増、金額で52円増の予

算を確保いたしました。また、小学校におきまして

も同様に１食当たり14％増、金額で46円増としてお

ります。 

 今後も、給食無償化においても給食の質と量の確

保に向けて、引き続き予算の確保に努めてまいりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。中学

校においては無償化だとは思うんですが、小学校の

部分は、これは14％の配分を教えていただけますか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 14％増の２分の１、７％分を市が補助しておりま

して、もう残りの７％は保護者の負担ということで、

１食当たり給食単価を上げさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。今の

お話を伺って、値段ありきではなくあくまで質、量

を担保して、そこに不足分を市で助成するなり保護

者の方に御負担いただくという理解でよろしいです

ね。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） そのとおりです。令和７

年度も補正予算をいただきましたし、令和６年度も

そのように対応し、令和７年度においては当初予算

から質と量を確保するために予算を確保してきてお

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。今後

のことは分からないとは思うんですが、今後さらに

物価上昇をした場合にも、この同様の考え方で子供

たちの学校給食、質と量は担保されるという理解で

大丈夫でしょうか、しつこくてすみません。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 今後も質と量を確保する

ために予算の確保に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございました。大

変安心いたしました。 

 では３番です。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） 保護者の安心のために給食の

時間の見学は可能でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 保護者にとって、どのような給食をどのような雰

囲気で食べているのかといったことを知ることが、

安心や信頼につながると認識をしております。 

 市内の小中学校では給食試食会を開催し、見学を

行っている学校もあります。保護者からのニーズが

あり、来年度以降、学校行事への位置づけが調整で

きれば可能だというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。ニー

ズがあればという限定的なことだとは思うんですが、

保護者の方も我が子がどのようなものを食べている

のか関心が非常に高いので、試食会というのはぜひ

積極的にお願いできればと思います。できれば、私

ども議員も参加できるとうれしいなと思うので、御

検討いただければというこれは意見です。 

 そして、今保護者の方というのは大変忙しくて、

なかなか手をかけて食事を作る余裕のない御家庭と

いうのが非常に多くなっているかと思います。また、

経済的な問題で、給食が頼りという御家庭が増えて

いるとも聞いています。そういった子供たちにとっ

てバランスの取れた食事である学校給食は、本当に

重要だと思います。 

 私たちの体は食べたものでしかできておりません

し、食が心と体をつくります。 

 つい先日、ＳＮＳで福岡市の小学校の給食が話題

となりアップされ、新聞、テレビのニュースにもな

りました。その小学校の献立が麦御飯、みそ汁、牛

乳、メインのおかずは唐揚げ１個というもので、非

常に世間的に驚いたと同時に、心配になった保護者

さんも多くいらっしゃったという状況です。今回の

質問で湖西市の給食は、従来どおりの質と量が維持

されているということがよく分かりました。 

 子供は地域の宝、国の宝です。ぜひ、今後も安

心・安全でおいしい給食を提供していただけるよう

にお願いしたいと思います。 

 この日々の御時世で、管理栄養士さんの御努力っ

ていうのは並々ならぬものがあるかと思いますので、

この場を借りて感謝申し上げます。今後ともどうぞ

よろしくお願いします。 

 これをもちまして、私の一般質問を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、２番 山本晃子議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 次に、１番 相曽桃子議員の

発言を許します。１番 相曽桃子議員。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○１番（相曽桃子） １番 相曽桃子です。通告に

従いまして、一般質問を行います。 

 主題１、待機児童ゼロ後の課題についてです。 

 質問しようとする背景や経緯は、保育園・こども

園など入園児童数の推移は令和元年度896人、ゼロ

歳児は21人、一、二歳児が296人、３歳から５歳児

が579人でしたが、令和６年度926人、ゼロ歳児が27

人、一、二歳児が326人、３歳から５歳児が573人と

多少増減もしながらも一、二歳児は増加傾向でござ

います。 

 幼稚園、こども園などの入園児童数は令和元年度

730人、３歳児が236人、４歳児が236人、５歳児が

258人、令和６年度は401人、３歳児が130人、４歳

児が121人、５歳児は150人といずれの年齢区分も減

少しております。保育園、幼稚園、こども園入園児

童数は令和元年度1,626人、令和６年度は1,327人と、

比較しますと299人減少しております。 

 出生数は、令和元年度356人だったのが令和６年

度は244人でした。 

 子供の数は減少しておりますが、保育所のニーズ

は高まり、幼稚園のニーズは減少しているというこ

とが分かります。 

 湖西市の待機児童数は、令和４年度から０人で推

移しているものの、入所待ち児童数は令和７年度４

月時点で55人、５月時点では63人と希望する保育園

に入れない児童が解消されていない課題が続いてお

ります。緊急一時預かりなど解決策は実施されてい

ますが、昨年は利用者が想定より下回ったというこ

ともあり、解決策としては疑問が残る結果となりま

した。 

 質問の目的です。入園児童数の変化や少子化の現

状は、子育て世代だけでなく地域社会全体に関わる

重要な課題です。これらの情報を市民に分かりやす

く伝え、問題意識を共有し、市民の不安解消や今後

の展望を示すためでございます。 

 質問事項に入ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １、少子化や共働き夫婦が増

加していること、３歳児からの無償化制度など様々



１１１ 

な理由から保育所のニーズが高まり、幼稚園のニー

ズが減少していると一般的に考えますが、湖西市の

保育所利用理由の保育の必要性はどのように推移し

ているでしょうか。また、全国的に見て特に変化が

ないのかをお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 保育を必要とする主な理由としては、就労中や求

職中、これは職を求める求職でございますけれども、

など仕事を理由とするもの、妊娠出産によるもの、

疾病や障害によるもの、介護などが挙げられます。

湖西市の直近３年間の推移では、約９割が仕事を理

由として保育を必要としている状況でありまして、

その点大きな変化はございません。 

 なお、保育を必要とする理由に関して、全国的な

データというものはございません。昨今の社会状況

から推測すると、湖西市と同様に仕事を理由として

保育を必要とする割合が一番高いものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 保育の必要性の事由というも

のは、社会的な課題を意味する指標とも考えられま

す。子供を預ける理由によっては、保育園に入所す

るだけでなく、その理由が少しでも軽減されるよう

な支援を同時に保護者へ情報提供するなど、そうい

うところはされているのでしょうか。あくまで、申

込用紙のため入園の可否を郵送するだけと思います

が、事由によっては他部署との連携を密にして、子

供や保護者の支援の一環として捉えていただけると

助かります。こども家庭センターとの連携も含め、

貴重なデータとしての分析を願いたいところです。 

 先ほど９割ぐらいは就労でというところで、では

残り１割というものはどういう方、先ほども就労が

あると、ほかに妊娠出産、保護者の疾病障害、あと

介護などもありますということですけれども、湖西

市として残りの１割というものはどういうところが

あるか、お聞きしてもいいですか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 令和７年４月の入園申込みのデータでお伝えいた

しますと、妊娠出産に関しましては約２％、疾病、

障害につきましては0.6％、転入予定ということで

約５％、その他育休の延長などが主なものでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） あくまでこれは保育園を利用

する方の申込みでございますので、他部署との連携

というのは難しいかもしれないんですが、例えばで

すけれども保護者の疾病や障害、これでも0.6％い

るということは１人以上はいるというところで、関

係する部署に情報提供するなど、そういうところも

比較的個人的な問題に踏み込むようなことになって

しまうかもしれませんが、保護者の方が困らないよ

うな声かけのほうをお願いしたいと思います。 

 それでは、２問目に入ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 保育所申込用紙の施設型給付

費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書

には、祖父母の状況の記載欄がございます。記載す

る目的をお伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 保育料の階層や副食費の減免対象の有無、これら

を算定するに当たりまして、世帯所得の審査が必要

となります。このため、申請者と同居か別居か、生

計が同一でないかの確認をするために、祖父母の状

況の記載をお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 保護者が普通にお互い就労し

ていれば、その祖父母の記載は要らないと思うんで

すけれども、多分全員に書いてもらう書類なんです

けれども、関係する方だけ書いてもらうっていうふ

うにはできないでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えいたします。 
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 一般的には、議員おっしゃるとおりお子様の両親

が健在でいらっしゃれば、その状況でもって入園の

審査を行うという形になります。例として言えば、

例えば独り親世帯とかっていう場合になりますと、

その同居されている祖父母の方の収入等が、保育料

のほうに影響してくるというような場合がございま

すので、そういったケースも含めて記載のほうをお

願いしているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） なぜそれを聞いたかというと

こなんですが、保護者の書く側にしてみますと、祖

父母の状況を書く必要性の意味が分からなかったも

んですから、祖父母が近くにいたら保育園に入らな

いんじゃないか、そういう保育園のポイントに何か

しら加算、マイナスみたいなところで保育園に入り

づらくなってるんじゃないかという臆測があるみた

いで、そういうところはどういうふうに捉えたらよ

ろしいんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 先ほども申し上げたように、お子様の両親が御健

在であれば祖父母の状況というのは一切関係ござい

ません。仮に、例えば母子世帯等でいらっしゃった

場合なんかは、世帯の状況という部分で祖父母の方

が同居しているしていないという部分については、

逆に加算ということで加点をされるようになります

ので、入所に当たって不利になるということはない

かと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 申請用紙に何か一言、手続の

都合上、御記入お願いしますとか書いていただける

といいんですけど、何もなくただ書いてくださいっ

てなってますと、これって保育園に入るに何か問題

があるのかなとマイナスに捉えてしまう方もいらっ

しゃいますので、何か誤解のないような書き方と注

意文があるとより分かりやすいかなと思いました。 

 それでは３番に。 

○議長（神谷里枝） では、質問の途中ですけども

暫時休憩とさせていただきます。再開を14時5分と

いたします。 

午後１時51分 休憩 

───────────────── 

午後２時05分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、１番 相曽議員の一般質問を行います。

主題１の３番目からですね、ではどうぞ。 

○１番（相曽桃子） ３問目です。湖西市保育施設

利用調整指数は、誰がどのように決定しているのか

をお伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 市では、他自治体と同様に児童福祉法第24条第３

項及び湖西市保育の利用等に関する規則の規定に基

づく利用調整の手段として、保育施設利用調整指数

を用いています。この指数は、近隣市町と調整基準

に大きく差異が生じないことなどを考慮して設定を

しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうしたら、次４番に行きま

す。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 湖西市保育施設利用調整指数

につきまして、湖西市では現在、調整指数の結果は

公表していないんですけれども、今までにこの調整

指数の集計ミスによって入園選考に影響を及ぼした

事案があったのでしょうかが１つ、あと、今後その

調整指数の結果を公表する予定についてあるのかを

お伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 保育施設利用調整指数表は、市ウェブサイトで公

開のほうをしております。また、申請者からお問合

せをいただいた場合は、御本人の調整指数を個別に

お伝えをさせていただいております。調整指数のチ

ェックは課員全員で行っておりまして、新生児から

家庭や就労の状況が変わる場合もあるため、選考に
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影響のないよう、申込者リストの更新は毎月行って

おります。よって、重大な影響を及ぼした事例は今

までにございません。 

 湖西市では現在、申込数や入園内定数、内定した

調整指数の最低点などの公表はしておりませんが、

議員がおっしゃるように一部の自治体がウェブサイ

トで公表していることは承知をしております。公表

することによりまして、申請者がこれらの情報を得

やすくなることから、取組については今後研究して

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） まず、前問のミスがあったか

なかったかのところで、重大なミスはなかったよと

の答弁でしたけれども、少しミスで軽度の影響があ

ったっていう事案はあったんですか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 指数のチェックにつきましては二重、三重に行っ

ておりますので、調整区分ごとの配点にもし相違が

あった場合、これケアレスミスになるかと思うんで

すけれども、２人目、３人目のチェックの段階でカ

バーはできているものというふうに考えております。

ミス自体がゼロであったかと言われると、やはり２

人目、３人目で修正を加えるというか、間違いを確

認したということはあったと聞いております。入園

への影響はないものと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） この調整指数につきましては、

都会の話になってしまうんですけれども、東京都大

田区では保育園施設別の内定最低指数と申込者数を

公表しております。また、東京都の中央区でも利用

調整結果の公表を行っております。また東京都の台

東区においては、公表する目的といたしまして区が

保有するオープンデータとして公開し、自由な二次

利用を促進することにより、区政の透明性及び信頼

性の向上、区民をはじめとした本区に関わる全ての

個人、団体の利便性の向上、協働の推進、新産業の

創出並びに区内経済の活性化を図るために、保育園

入園調整結果指数を公表しているというふうにして

おりました。今保護者には、保育園に入れるか入れ

ないかの可否のみを送付していると思います。点数

については聞けば教えるけれども、郵送で何点です

よっていうのはしてはいないと思います。 

 この新しい取組としまして、先ほど研究するとい

うことでしたけれども、こういう市の透明性といい

ますか信頼性の向上の一つとして、現在、調整指数

の表は確かに公表しておりますけれども、その結果

の公表をする意義があると思うんですけれども、い

ま一度お聞きしても、公表することについて前向き

に考えていただけるでしょうか、確認したいです。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 他自治体の事例を拝見いたしますと、多くが年に

１回、４月時点で利用調整結果として公表している

という事例を目にいたしました。 

 議員言われたように、申込み児童の年齢であった

りとか全体指数の分布、あとは施設ごとの最低指数、

こういったものを公表することによりまして、申請

された保護者の方にとっては参考になることですし、

市のほうといたしましてもこの表をもって申請者、

個別の説明に変えることも可能かと思います。です

ので、どれぐらいの内容をどのタイミングで示すの

かっていうところについて、研究をしながら考えて

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） この調整指数のミスといいま

すか集計の間違いで、他市町で保育園に本当は入れ

るはずだったのに入れなかったという事案もあった

と聞いておりますので、この結果は市しか分からな

いんです。なので、保護者にしてみれば結果を待つ

しかないという身でありますので、透明性とか信頼

性の向上っていう点で、この表を公表するというこ

とにはとても意義がありますし、公表してるのはほ

とんど先進的な大きな市ではありますけれども、湖

西市として公表するというのは前向きなところでと

てもいいかなと思いましたので、検討していただけ

ればと思います。ここは、あくまでこれから研究し
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ていくところだと思いますので、この４番は終わり

ます。 

 それでは５番に入ります。入所待ち児童の内訳を

お伺いします。ここは、ゼロ歳から２歳限定でお願

いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 令和７年４月の入所希望をした結果、入所ができ

なかった、いわゆる入所待ち児童の数は55名でござ

いました。そのうちゼロ、１、２歳児は合計33名で

ございます。 

 内訳といたしましては、ゼロ歳児が１名、１歳児

が20名、２歳児が12名でございます。 

 それらの家庭の状況といたしましては、就職活動

を休止している保護者のある家庭が９、特定園希望

の家庭が17、入所予定日に育児休業中の家庭が７で

ございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） それでは６番にそのまま行き

まして、緊急一時預かりの利用状況をお伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 令和７年度の緊急一時預かりの定員につきまして

は、岡崎幼稚園６人、新居幼稚園６人の計12人でご

ざいます。令和７年４月１日時点の利用者数は、岡

崎幼稚園が２人、新居幼稚園は０人でございます。 

 なお、令和６年度の定員につきましては、岡崎幼

稚園３人、新居幼稚園３人、計６人で年間利用者の

平均は5.5人でございました。昨年度、ほぼ定員を

満たす利用があったことから定員を拡大したところ

でございますが、令和７年４月以降は落ち着いた利

用状況となっております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 先ほどゼロ歳から２歳の入所

待ち児童数は33名いらっしゃるというところで、そ

れで緊急一時預かりを利用されている方が岡崎幼稚

園で２名しかおらないというところで、昨年も結局、

緊急一時預かりを実施したけれども、思ったより伸

びなかったというところですけど、今年は４月で２

名しかいらっしゃらないんですが、今後増えるかも

しれませんが、その４月の２名というところで市と

しては思った人数なのか、定員が今12名にしてます

ので少ないというふうに考えていらっしゃるのか、

そこだけ一つ聞いてもよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 昨年度の利用実績から、これぐらいの見込みがあ

るじゃないかというところで定員のほうを増やした

わけでございます。一時預かりを使わずに自宅保育

であったりとか親族の方に保育をお願いするとか、

中には認可外保育所の利用なんていうのも考えられ

るかと思うんですけれども、これから１年間を通し

てこの推移については見守っていきたいなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） まだこれから入所待ち児童の

数は増えていくと思いますので、それに比例して利

用状況が増えていくのかなと私も思います。６番は

これで終わります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） ７番に入ります。こども誰で

も通園制度の進捗状況をお伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 こちらの制度を実施に当たりまして、令和６年度

に市内の民間園に対しまして意向調査のほうを行っ

ております。５つの園から実施に前向きな回答をい

ただいたところです。今後、民間園との実施調整や

公立施設での事業実施方法を検討いたしまして、年

内には乳幼児等通園支援事業の設備及び運営の基準

に関する条例や、乳児等通園支援事業実施要綱を制

定してまいります。年明けには、利用登録のほうを

開始いたしまして、令和８年４月の事業開始に向け

て準備のほうを進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今までの子育て支援策という
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ものは、比較的働いてる保護者に保育料を無償化し

たりとか支援したりとかで、今回のこのこども誰で

も通園制度というものは、比較的就労している保護

者だけでなく全ての子を持つ保護者の方に利用でき

て非常に助かるといいますか、子育ての支援になる

制度だと私も思っておりますので、順調に進んでい

るということで安心いたしました。令和８年度から

運用できるように滞りなく進んでいっていただける

と、見守っていきたいと思います。 

 それでは８問目に入ります。湖西市こども計画に

おける入所待ち児童の解消に向けての対策として、

対策１、公立園の定員拡充、対策２、民間保育施設

の新設の進捗状況をお伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 対策１の公立園の定員拡充につきましては、公立

こども園保育部で、需要が多く見込まれる一、二歳

児の定員を令和７年４月から10人増といたしまして、

55人から65人へ拡充をしております。 

 対策２、民間保育施設の新設、こちらにつきまし

てはこども計画で見込んだ人口推計より少子化が進

んでいるという現状に鑑みまして、新設施設の規模

について現在再検討をしております。再検討しなが

ら公募の準備を進めているという状況でございます。

遅くとも令和７年秋までには公募を開始いたしまし

て、令和７年度中に事業者の選定をしてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 対策１の公立園の定員拡充と

いうことで、定員を10名増やしたというところでご

ざいますけれども、一、二歳児でいいますと10名の

定員を増やすとなると、保育士の確保の問題も以前

質問したときに、やはり保育士の確保ができないと

答弁があったと思うんですけれども、その保育士の

確保は問題なくできたのかお伺いしたいです。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 保育士の確保につきましては、保育園部のほうの

定員を増やすことに伴いまして幼稚園部のほうの定

員を若干減らすことによりまして、保育士のバラン

スを取っているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 分かりました。そして対策２

の民間保育施設の新設のことですけれども、保育の

ニーズが高まってるとは言いましても、本年の出生

数は先ほど言いましたが244名というところで、外

国人を含んで244名でして、外国人が33人というこ

とで実質211人なわけです。今後も増える兆しとい

うものはなかなか難しいなと私も思っております。

人口減少における少子化はかなり速いスピードで進

んでいます。 

 今現在、先ほども規模感を考えてというところで

したけれども、こども計画のときには100名規模の

保育施設の新設というふうにうたっていたと思いま

すが、これは慎重に議論をしていくべきだと思いま

す。 

 先日の同僚議員の一般質問でも、就労先の協力も

必要だというところで、以前私も一般質問で地域枠

の拡充をしてはどうかというところで言ったんです

けれども、地域枠はやらないと言われましたという

ふうに答弁がありました。子育てをしやすい環境づ

くりという点でも、やはり先ほども何で保育園を利

用するかっていう理由が就労するためだと思います

ので、就労先の託児所の協力もとても必要だと思う

んですけれども、保護者の視点から考えると、就労

先の託児所というものは、自分が働いている時間で

ないと預かってもらえないというのがとてもネック

だそうで、あとまた２歳児、３歳児からは普通の園

に転園しなければならないと、移動しなければなら

ないという点もやはり引っかかるようで、それであ

れば最初から卒園するまで同じ園で見てもらいたい

という理由で、自分の働いている託児所ではなくて

普通の園を利用したいっていうふうに考えている保

護者もいらっしゃいます。ただ、本来就労先の託児

所を使っていただければ、ほかの方が使える枠もあ

ったわけですので、やはり企業さんとの協力という

ものは非常に大事だなと思っております。 

 今後、民間保育園の施設の新設というふうに進め
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て秋ぐらいに公募するというところですけれども、

建てる前提で進んでいると思いますけれども、一旦

この出生数を見ますと民間さんが建てて運営できる

かとても不安が残るんですけれども、そちらについ

ては建てる前提で進んでいく理解でよろしいんです

か。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 今のところ、こども計画で100人から130人という

規模感を計画でうたっておるんですけれども、議員

おっしゃったように少子化が思いのほかスピードで

進んでいるという現状もございます。そういった中

で定数として何が適正なのかと、それとあとは通常

の施設、保育以外にも病児保育も兼ね合わせて新設

をしていきたいという当初の思いもありましたので、

そこら辺バランスを取りながら、一応建設に向けて

今のところは前向きに進んでいるということで御理

解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 次の番号の質問内容にも絡ん

できますので、次に行きます。９番に。 

○議長（神谷里枝） ９番ですね、どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 保育の質につきまして、小規

模の保育所では支援が必要な児童に保育士を加配す

ることが難しく、受け入れられる人数を調整しなけ

ればならない事態が発生していると聞いております。

小規模保育所の支援につきまして、現状の課題をお

伺いしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 小規模保育所では入園時の確保、そして保育士の

確保、また園児の定員が少ないことによって収益の

確保がしにくい、これらの点が現状の課題であると

認識をしております。市としては、保育士確保支援

の一環として、令和７年度から事業者が保育士用に

借り上げる賃貸物件の家賃の一部補助を開始いたし

まして、小規模保育所事業者にも活用をいただいて

おるところです。 

 また、令和７年度から民間保育所との定期的な意

見交換会を開始いたしまして、現場の課題や行政へ

の要望などを伺っております。こうした機会を通し

まして、情報収集と支援策の研究に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 湖西市は外国にルーツのある

子供も多くいらっしゃいます。言語や文化の違いで

苦慮されてることもあると思います。また、小規模

保育所でありますとゼロから２歳児が通われていま

すので、これが発達の問題なのかそれとも時間をか

けて成長する問題なのか見極める時期でもあります。

通園する子供たちの安心・安全のためにも支援方法

の協議を、令和７年度から意見交換会を始めたとい

うところではありますけれども、現場で働いている

保育士さんの声を吸い上げていただいて協議をして

いただきたいと思います。 

 それでは10番に行きます。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 湖西市独自政策として、現在

第２子以降は保育料無償化としていますけれども、

その目的と効果をどのように分析しているのかをお

伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 国の制度として、第２子半額、第３子以降無償と

なっておりました保育料につきまして、湖西市では

さらなる子育て世帯への負担軽減を目的といたしま

して、令和５年９月より第２子以降保育料無償化を

実施してまいりました。対象世帯の経済的な負担軽

減には寄与できたものと考えております。 

 経済的な負担軽減と併せまして、少子化対策とし

ての効果も期待するところでありますが、こちらに

つきましては、１年、２年でははっきりとした効果

が出るものではないと考えております。中長期的な

視点で効果のほうは検証してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そして、そのまま11番に行き
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まして。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 市内全保育所入園を希望して

も、定員の都合で入園できなかった入所待ち児童が

第２子であった場合、認可外保育施設や一時預かり

事業などの保育料は対象外となっております。全部

を希望しても定員都合で入所できなかったときに限

り、入所できた場合の補助額を上限として助成する

べきだと考えるのですけれども、そこはいかがお考

えでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 御提案の支援策につきましては、第２子を認可保

育所等に入園できない御家庭が、働くために認可外

保育所などの保育サービスを利用する場合の不公平

感を解消する一つの方策であると思います。 

 令和７年４月の入所待ち児童55名のうち40名が、

11園中３園以下の希望にとどまっております。自宅

や職場からの距離など、送迎の利便性等も通園を希

望する条件になることから、全園を希望する場合と

いう御提案の方法の実現には課題もあるものと感じ

ております。この不公平感をもたらす根本的な課題

につきましては、やはり入所待ち児童の解消である

と認識をしております。誰もが入園の希望をかなえ

て安心して働くことができるよう、まずは湖西市こ

ども計画に沿った認可保育施設の受入れ体制の拡大、

こちらに注力をしてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 保育料無償化の目的としまし

て、先ほどもおっしゃられましたように子育て世代

の経済的負担の緩和というふうにしておりますが、

無料だからといって本来は家庭で見られる子も保育

所に通うことになっていませんでしょうか、本当に

必要な人により優先されてしまうことが起きていま

せんでしょうか、子供の最善の利益より大人の都合

に引っ張られていないでしょうか。特に低年齢、ゼ

ロ歳から２歳児の子供は情緒や言語発達が重要な時

期となります。とにかく保育園に預けて働くが前提

になることで、本来の育ちのバランスを崩していな

いか懸念しております。国の政策があり難しいこと

かもしれませんが、無償化後の評価として、入所待

ち児童数の本質的な分析にちょっと期待したいと思

います。 

 先ほども55名中40名の方は２つか３つしか園を書

かなかったというところがありますけれども、それ

が普通に考えたら家から近いところとか、会社から

近いところを選択すると思うんですけれども、本当

に切羽詰まって働かなければならない状態であれば、

どこの園でも入ってほしいって思うはずなんです。

だけど、家の近所で入れないならいいかなと思う程

度であれば、本当にその就労は必要なのか疑問に私

は思ってしまうんです。なので、目的の負担軽減と

か少子化対策とかいろいろあるとは思うんですけれ

ども、それを受ける受皿の保育士の確保や園の定数

などいろいろ課題がとてもありますので、一概に保

育料無償化にしていいでしょうというふうに考えて

いるのであれば、もう少し中身の検討をお願いした

いなと思います。 

 それでは12番に入ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 12番、湖西市公共施設等総合

管理計画には、子育て支援施設についての現状課題

として、知波田幼稚園は施設の１平方メートル当た

りのコストが高く、施設の老朽化率も比較的高い施

設であると評価され、方針としては園児数の減少が

見込まれる幼稚園は施設規模や統合を検討しますと

記載されています。湖西市こども計画では特に触れ

られていなかったのですが、市としての考えをお伺

いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 湖西市こども計画は、子供の人口推計とこれに基

づく保育園・幼稚園・こども園等教育・保育事業の

利用ニーズ量の見込みを定めるとともに、事業の提

供体制確保の内容と実施時期などを定めております。 

 園児の受入れ人数の変更を伴うような施設規模の

変更であるとか統合などは、具体的な予定がない場

合、こども計画に特に記載をしておりません。 

 御指摘の知波田幼稚園につきましては、令和４年
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度末に新所幼稚園と統合いたしまして、現在の在園

児につきましては４歳児が６名、３歳児が１名であ

り、統合後も小規模での運営が続いております。今

後につきましては、令和８年度の入園申込みの状況

に注視をしながら、園の在り方について考えてまい

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 保護者の立場からしますと、

市の進め方には不信感しかございません。保育園に

入れない問題があるのに、鷲津保育園を閉園しまし

た。改修したばかりの白須賀幼稚園も閉園しており

ます。新規に民間保育園をつくりますのでというこ

とでしたけれども、入所待ち児童数のほうは減って

おりません。市民への分かりやすい説明とニーズ調

査をお願いしたいと思います。 

 まとめに入りますけれども、未来を担う子供たち

を守るのが大人の役目です。国の方針で仕方ない部

分は多くあると思いますが、湖西市における問題を

しっかり分析し、子供一人一人に向き合って対応し

ていただきたいと思います。声の大きい人ではなく、

支援を必要とする子供が取り残されないよう行政と

して動いてほしいです。 

 保育料無償化や給食費無償化など、無償化の聞こ

えはとてもよいです。しかし、それは皆さんが納め

た税金で賄われています。全ての公務員は全体の奉

仕者であって一部の奉仕者ではない、法律にのっと

って、恣意的ではなく公平・透明に業務を遂行する

義務があると思います。社会のトレンドに流される

のではなく、物事の本質を見極めていただけたらと

思います。 

 それでは主題２に行きます。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 道の駅潮見坂についてです。 

 質問としようとする背景や経緯です。道の駅潮見

坂は開駅19年を迎えました。開駅前、直後、その後

の市議会の会議録を確認しますと、昨年12月の総務

経済委員会からの提言内容と問題点、課題点は大き

く変化がなく、建物の改修や駐車場の拡充などは国

と周辺地権者との調整、法規制や財源など諸問題を

多く抱える中で根本的な解決に至らぬまま19年の月

日が経過しております。 

 道の駅の目的は、道路利用者への安全で快適な道

路交通環境の提供、地域の振興に寄与することとさ

れています。また、災害時には防災機能も発現しま

す。開駅当初に比べ、今はより地域との連携が求め

られ、全国における道の駅の登録数は1,230駅と国

土交通省は発表しております。静岡県内においても、

道の駅「そらっと牧之原」が令和７年７月に開駅を

予定されています。 

 市長は、よく民間でできることは行政でもできる

という発言をされております。先日の先輩議員の一

般質問でも観光政策を経済政策として位置づけてい

くという発言もございました。 

 道の駅は、公共施設の中でも唯一と言っていいほ

ど利益を出す事業の一つだと思います。限られた財

源でコスト削減も大事ではございますが、ふるさと

納税のような利益が出る分野に力を入れて、稼げる

湖西市にすることが持続可能な市政運営だと考えま

す。道の駅潮見坂の利益が上がれば、それはすなわ

ち湖西市の歳入につながります。国道23号名豊道路

が2025年３月８日に全線開通したことで、今以上に

道の駅の存在価値は、湖西市の持続可能な財源確保

のためにも大切な公共施設です。 

 質問の目的です。道の駅の持つ観光・地域資源発

信の拠点としての機能を強化することで、地域経済

の活性化を図り、市全体の売上増と税収向上につな

げるためでございます。 

 質問事項に入ります。１、例えばですけれども、

現在給食センターを建築中であると思います。給食

センターとコラボして、市内給食を食べられる道の

駅として話題を集め、提供した食事代の何割を学校

給食費として充てることや、湖西市内には宿泊する

施設が限られています。新居宿や白須賀宿のゆかり

を交えつつ泊まれる道の駅として話題を集め、近隣

市に宿泊しなくても済むよう対策をするなど、近隣

道の駅に見劣りしない湖西市らしい道の駅への進化

について見解を伺います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 
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 道の駅潮見坂につきましては、本市の魅力を県内

外にアピールできる重要な拠点と位置づけており、

現在、運営事業者の協力の下、市内の観光やイベン

ト、地場産品の情報発信の場としてスペースを設け

るなど、来訪者へのサービス向上に努めているとこ

ろでございます。 

 本施設に関しましては、平成18年３月の開駅以降、

令和４年度に陳列スペースの拡張に伴う改修工事を

行いましたが、それを除きましては特に大幅なリニ

ューアルを行うことなく今日に至っております。施

設も一部で老朽化してきていることから、何かしら

手立てを講じなければならないと認識をしておりま

す。 

 このような中、本施設につきましては令和11年度

に運営事業者の募集・選定時期を迎え、また湖西市

公共施設再配置個別計画におきましても、同年度に

おいて大規模改修工事を予定しております。本市の

豊かな自然環境・歴史・食などを体感し、市内への

誘客につなげられる拠点として、また近隣道の駅と

の差別化を図りつつ、訪れる方にまた来たいと思わ

せる道の駅へと進化させるため、より柔軟な運営が

可能となる指定管理者制度の導入も視野に入れつつ、

県内外の様々な道の駅の管理状況等の調査を行いな

がら、新たな運営方法や改修内容等について検討し

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員、残り時間が５分を

切っております。 

○１番（相曽桃子） 数日前の新聞報道でも、市内

の高校生が道の駅でメニューを開発、考案するって

いう記事もちょっと拝見しましたけれども、そうい

うふうに市内の高校生なり中学生なり、子供たちの

力を借りながらコラボ商品としてメニューをつくっ

たりとか、もちろん今までも道の駅に海湖館とか周

辺施設の観光施設をピックアップした資料なども置

いてますけれども、置くだけではなかなか行っては

もらえないと思いますので、冬の時期であれば海湖

館のカキ小屋が出張で来るとか、ちょっと一回食べ

てみてもらって、ほかにもメニューがあるよという

ところで行ってみようというふうに、やはりパンフ

レットだけではなかなか実感が湧きませんので、も

う少し積極的にＰＲする方法も考えていかねばなら

ないと思っております。 

 そして、令和11年の大規模改修があったりとかい

ろいろ予定があるということで、それにしても考え

ればすぐあっという間に令和11年になってしまいま

すので、今の時期から積極的にというか前向きに、

どういうふうな道の駅にしたら湖西市らしい道の駅

になるのかという研究のほうは、どんどん進めてい

っていただきたいなと思いますし、先日も先輩議員

の一般質問でも観光計画のほうも併せてやっていく

というふうになりましたので、観光というところの

経済の活性化という点で、かなりポテンシャルが高

い道の駅でございます。ぜひ、ほかの近隣の道の駅

はとてもにぎわっておりますので、負けじと頑張っ

ていただきたいと思っております。 

 それでは２問目に入ります。 

○議長（神谷里枝） 最後の質問ですね、どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 最後になります。諸問題も多

くある中、不正車両のたまり場として、今年のゴー

ルデンウイークも警察の取締りが行われたという報

道がありました。湖西市として不正車両の出入りが

認知されたのいつからでしょうか。また、関係機関

との連携状況をお伺いしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えをいたします。 

 不正車両の出入りにつきましては、道の駅潮見坂

を開駅した当初から多少はあったのではないかと推

測をしておりますが、記録として残っているわけで

はございません。国土交通省中部地方整備局浜松河

川国道事務所に確認しましたところ、ここ四、五年

の間で不正車両の件数が増加してきているといった

回答でございました。 

 道の駅につきましては、施設の部分は湖西市が管

理しておりまして、道路及び駐車場部分は国土交通

省静岡運輸局が管理しております。加えて、不正車

両の取締りは警察及び国土交通省静岡運輸局が実施

しております。本市へは、この取締りについて非公

開を前提に、実施日時等を情報提供いただいている

ところでございますが、施設管理者として来訪者に
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安心して利用していただけるよう引き続き連携を図

ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） もちろん、この道の駅も国の

管理であったり警察の管理であったり市の管理であ

ったり、駐車場は国の管理で建物は市の管理という

ところで大きく分けられてはいるものの、市民から

見ると駐車場も建物も湖西市のものではないのか、

市が管理してるんじゃあないのかというふうに思っ

ております。そしてこの不正車両の件ですけど、騒

音の問題だったり、騒音の問題が何が問題かといい

ますと、やはり表浜はウミガメが卵を産みに来てお

ります。なので、そういう生物の生態系に問題があ

ったりとか、もちろん道の駅の休憩するところでご

ざいますので、夜などはトラックの運転手さんが仮

眠をしたりするところであって、安心・安全に運転

をする休憩する場所として、不正車両がいらっしゃ

って騒いでいますと、本来の道の駅の目的から大分

ずれてしまうと思います。ですので、湖西市として

できることというものは限られてしまうかもしれま

せんが、今後も関係機関との連携を強化していただ

いて、不正車両撲滅を目指していただきたいと思い

ます。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、１番 相曽桃子議員

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、６月定例会に予定しておりま

した一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 以上で本日の日程は終了いた

しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ

さまでございました。 

午後２時46分 散会 

───────────────── 

 


